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令和元年塩尻市議会９月定例会 

総務生活委員会会議録 
 

○日  時 令和元年９月２０日（金） 午前１０時００分 

○場  所 全員協議会室 

○審査事項 

議案第１号 平成３０年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について中 歳入全般、歳出１款議会費、２款総

務費（１項総務管理費１４目市民交流センター費を除く）、３款民生費中１項社会福祉費８目国民

健康保険総務費、９目後期高齢者医療運営費及び４項国民年金事務費、４款衛生費（１項保健衛

生費１目保健衛生総務費、２目予防費、３目保健対策費、４目母子健康費、６目環境保全費のう

ち合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費を除く）、９款消防費、１２款公債費、

１３款予備費、財産に関する調書 

○出席委員・議員 

委員長  平間  正治 君        副委員長  樋口 千代子 君 

委員  永田  公由 君          委員  山口  恵子 君 

委員  横沢  英一 君          委員  小澤  彰一 君 

議長  丸山  寿子 君           

○欠席委員 

       なし 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のため出席した理事者・職員 

       別紙名簿のとおり 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

       議会事務局長   横山  文明 君   議会事務局次長   赤津  廣子 君 

       ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前 ９時５７分 開会 

○委員長 皆さんおはようございます。それではただいまから、９月定例会総務生活委員会を開催いたします。

本日の委員会は、委員全員出席しておりますので、早速入らせていただきますが、審査に入る前に理事者から挨

拶があればお願いします。 

─────────────────────────────────── 

理事者挨拶 
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○副市長 改めましておはようございます。委員会をお開きいただきまして、ありがとうございます。提案を申

し上げてあります議案につきまして、よろしく御審査を賜りますようお願い申し上げて挨拶とさせていただきま

す。 

○委員長 当委員会に付託されたました議案につきましては、別紙委員会付託案件表のとおりでありますが、日

程について副委員長から説明いたします。 

○副委員長 おはようございます。今回の委員会は、本日と２４日の２日間行います。また、現地視察及び懇親

会の予定はありません。以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○委員長 それではただいまから、議案の審査を行います。発言に際しましては円滑な議事進行のため、委員長

の指名を受けた者のみの発言とし、簡潔明瞭な説明、質問、答弁を心がけていただきますよう御協力をお願いい

たします。また、発言につきましては必ずマイクを通じていただきますようお願いをいたします。 

それでは最初に、普通会計の決算概要について説明をお願いいたします。 

○財政課長 それでは、普通会計、決算の概要がございまして、その次のページにいわゆる決算カードと言われ

ております、普通会計決算状況がございます。この１５２ページの横表でございますけれども、表が大変細かく

なっております。お手元にＡ３の、拡大したものを事前にお配りをさせていただきましたので、そちらをごらん

をいただきたいと思います。 

（資料「平成３０年度普通会計決算状況」説明） 

○委員長 失礼いたしました。普通会計の決算概要について説明をいただきましたけれども、この件について御

質問等ございましたらお願いします。よろしいですか。 

それでは次へ進みます。 

─────────────────────────────────── 

議案第１号 平成３０年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について中 歳入全般、歳出１款議会費、２款総

務費（１項総務管理費１４目市民交流センター費を除く）、３款民生費中１項社会福祉費８目国

民健康保険総務費、９目後期高齢者医療運営費及び４項国民年金事務費、４款衛生費（１項保健

衛生費１目保健衛生総務費、２目予防費、３目保健対策費、４目母子保健費、６目環境保全費の

うち合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費を除く）、９款消防費、１２款公債

費、１３款予備費、財産に関する調書 

○委員長 次に、議案第１号平成３０年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。慣例

によりまして歳出から説明していただきますけれども、範囲が広いので区切って行いたいと思います。初めに、

歳出第１款議会費６８ページから２款総務費１項９目支所費９５ページまでの説明を求めます。 

○総務人事課長 それでは、決算書の６８、６９ページをお開きください。まず歳出のうち、人件費につきまし

て御説明をさせていただきます。人件費は、各課共通でありまして当該科目ごと備考欄に、一般職の正規職員に

つきましては職員給与費として、また嘱託員につきましては嘱託員報酬、臨時職員につきましては臨時職員給与

費で、それぞれ計上してございます。原則としまして各課からの説明は省略をさせていただきますので、よろし

くお願いをいたします。 



3 

 

○議会事務局次長 それでは同じページになりますけれども、１款１項１目の議会費をお願いいたします。平成

３０年度決算額の総額につきましては２億３１２万円余でありまして、前年度対比９９万円余の減となっており

ます。６９ページ備考欄をお願いします。 

３つ目の白丸、議会活動費１，２５４万円余のうち、上からの６つ目の黒ポツ、費用弁償２０７万円余につき

ましては、常任委員会の行政視察、会議等に伴う費用弁償になります。その４つ下の黒ポツ、印刷製本費１６３

万円余につきましては、議会だより４回分の印刷製本費になります。議会費につきましては以上になります。 

○総務人事課長 それでは７０ページ、７１ページをお開きください。２款総務費１項総務管理費１目一般管理

費のうち備考欄最初の白丸、嘱託員報酬４，８５１万円余につきましては、旧庶務課、旧秘書広報課の嘱託員１

４名分の報酬等になっております。 

次の白丸、特別職給与費３，０９８万円余につきましては、特別職のうち市長、副市長の給与手当等でござい

ます。 

 次の白丸、職員給与費１１億７，７０２万円余につきましては、１つ目の黒ポツ、一般職員給与３億２，５１

８万円余につきましては、総務部、企画政策部、会計課等の一般職の職員８８人の給与となっております。その

下の黒ポツ、一般職手当７億２，８５５万円余についてですが、そのうち退職手当等につきましては２８名分を、

４億９，８５１万円余としてお支払いをしてございます。 

 次の白丸、人事事務諸経費１，１０３万円余につきましては、１つ目の黒ポツでございますが、普通旅費４０

万円余につきましては、議会の行政視察随行ほか一般旅費となっております。下から２つ目の黒ポツになります、

人事給与システム使用料９２５万円余につきましては、人事及び給与関係のシステムをリース契約により使用し

ておる使用料となっております。 

 次の白丸、臨時職員給与費５４０万円余につきましては、産休代替等緊急対応の臨時職員６人分の賃金でござ

います。 

次の白丸、法制執務費６４８万円余につきましては、法令に即した行政運営を行うための経費となっておりま

す。それでは決算説明資料の３１ページをごらんください。上段の法制執務費になりますけれども、取り組み内

容としましては、例規管理システムの運用により複雑な法制執務を円滑に執行するとともに、文書責任者会議の

開催やリスクマネジメントとの連携により、法令を遵守した事務の推進を図った結果、その下の結果欄にもござ

いますけれども、数多い例規の制定や改廃を円滑に実施することができました。また法律相談等につきましても、

２人の弁護士に委託することで、業務に関係する法的な面の充実が図られました。ただ課題としましては、担当

課における必要性の認識が十分に図られていないこと、また適正な文書作成という面において文書作成や文書審

査におけるさらなる周知徹底を図る必要があると考えております。 

決算書にお戻りください。１つ目の黒ポツ、情報公開・個人情報保護審査会委員報酬１万６，７５０円につき

ましては、塩尻市情報公開個人情報保護審査会条例の規定に基づく審査会の委員の報酬となっております。４月

２６日に開催をいたしました報酬５人分となっております。内容は、平成２９年度の情報公開及び個人情報開示

数の報告等をさせていただきました。 

３つ飛びまして弁護人委託料２６万円余につきましては、市が委託をしております２人の弁護士に対する簡易
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な法律相談等の委託料となっております。相談回数は１５回、延べ１１時間３０分余となっており、気軽にまた

継続的に相談できる体制を整えております。その下の黒ポツ、例規管理システム委託料３３４万円余につきまし

ては、条例規則等に関する職員向けシステム及び市ホームページにおける閲覧システムの、保守管理に係る委託

料となっております。１つ飛びまして、交通事故等補償金３万円余につきましては、公用車の過失事故１件分と

なっております。 

 次の白丸、文書事務費３，２８６万円余につきましては、庁内文書発送、用紙購入等に係る経費です。２つ目

の黒ポツ、消耗品費４２５万円余につきましては、印刷機の用紙及びインク等の消耗品になります。２つ飛びま

して郵便料２，３９６万円余につきましては、市から発送します郵便物等の郵便料金になっております。２つ飛

びまして印刷機等使用料３４８万円余につきましては、オルフィス、これはカラー印刷機になりますがこれを２

台、それから白黒の印刷機２台、それからプロッター、大判の印刷機になりますがこれを１台、紙折り機１台の

使用料となっております。 

次の白丸になります、平和祈念事業６６万円余につきましては、市民の平和意識の向上を図るための事業経費

となっております。決算説明資料で御説明をしますので、資料の３１ページをお開きください。下段になります

が、平和祈念事業でございます。こちらにつきましては、昭和６０年に平和都市推進の宣言をして以降取り組ん

でいる事業でございます。取り組み内容になります平和教育研修は、平成６年から実施をしておりまして、市内

の中学生の代表を広島市に派遣しており、広島市の中高生による平和活動団体によるヒロシマ青少年平和の集い

や記念式典に出席をして、薄れがちになっている戦争の悲惨さや平和の大切さについて学んでいただきました。

成果としましては、その後全ての中学校において校内のいろいろな行事、機会等において報告をすることによっ

て平和について全員が改めて考える機会を設けていただきました。課題としましては、市の事業として実施をし

ております平和祈念のつどいの講演の講師について、実際に戦争を体験されている方が少なくなっていることか

ら、人選が難しくなっているということが挙げられます。決算書にお戻りいただきまして、１番下の黒ポツ、費

用弁償５８万円余につきましては、ヒロシマ青少年平和の集いと平和記念式典に派遣をしました市内中学生の生

徒の、旅費等の費用弁償となっております。 

ページをおめくりいただきまして、７２、７３ページをお願いいたします。最初の白丸、庁舎施設管理費５，

７１７万円余につきましては、庁舎の維持管理に係る経費となっております。５つ目の黒ポツ、電力使用量１，

４６２万円余につきましては、庁舎の電気使用量でございます。１つ飛びまして営繕修繕料、３９３万円余につ

きましては、庁舎内の設備等の修繕に有したものでございます。１階の防火シャッターの取りかえ工事ですとか、

庁舎１階の自動ドアの修繕等を行っております。６つ飛びまして、市民総合賠償保険料１２９万円余につきまし

ては、全国市長会市民総合賠償保険の保険料となっております。市の所有、使用、管理をする施設の瑕疵及び業

務遂行中の過失による損害賠償責任保険として、ボランティア活動中の事故による市民の補償保険となっており

ます。平成３０年度につきましてはこちらの対応は１件もございませんでした。それから３つ飛びまして、庁舎

管理業務委託料８５６万円余につきましては、庁舎の清掃委託、定期清掃、日常清掃、それから外部のガラス掃

除、空気環境測定、水質検査等の委託料となっております。８つ飛びまして、電話交換業務委託料６０３万円余

につきましては、外部から市役所に着信した電話を各課に取り次いでいただく電話交換業務に係る委託料となっ
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ております。３つ飛びまして、電話交換機借上料３０３万円余につきましては、電話交換機設備のリース料とな

っております。 

次の白丸、車両管理諸経費１，６４４万円余につきましては、庁用車両、共用車の維持管理に係る経費となっ

ております。ページをおめくりいただきまして、７４、７５ページをお願いいたします。最初の黒ポツ、自動車

等借上料９６６万円余につきましては、総務人事課、旧庶務課が所管する公用車１０台分のリース料と、民間会

社からの大型バスの賃借料となっております。民間の大型バスの借り上げにつきましては５０件という実績がご

ざいました。 

 次の白丸、紙のタイムマシン活用事業６４７万円余につきましては、乾式オフィス製紙機、ペーパーラボを活

用した古紙再生の経費となっております。決算説明資料で御説明を申し上げますので、３２ページをごらんくだ

さい。上段、紙のタイムマシン活用事業でございます。取り組み内容としましては、ペーパーラボの使用により

まして古紙の再生に取り組みました。回収した用紙につきましては、前年度の５６万４５７枚と比較をしまして

８％増の６０万３，４２９枚、それから製紙枚数につきましては前年度の３６万２，１４９枚と比較しまして、

１０％増の３９万８，６５２枚となりました。視察や社会科見学につきましては、前年度比６％の増６１５人で

ございました。また再生紙で紙飛行機のペーパークラフトを利用し、市として小中学生の見学者に配布をしまし

た。それから回収に関しましては、４法人６施設に委託をしまして、障がい者の方の雇用機会の促進に努めてお

ります。成果としましては、紙資源の有効活用と情報セキュリティの向上が図られました。また、環境保全に取

り組む先進市としまして本市をアピールするとともに、一番下の黒ポツになりますけれど、古紙類のごみ処理量

が前年度と比較をしまして約９％減少しております。課題としましては、古紙回収量のさらなる増大を進める必

要があるというふうに考えております。決算書にお戻りいただきまして、２つ目の黒ポツ、古紙回収業務委託料

７８万円余につきましては、障がい者雇用のため庁内の古紙回収及び確認作業の委託料となっております。次の

黒ポツ、古紙再生機使用料５４２万円余につきましては、ペーパーラボのリース代１２カ月分となっております。

財源につきましては、県の元気づくり支援金４６５万円余で、補助率は５分の４となっております。私からは以

上でございます。 

○選挙管理・監査・公平委員会事務局長 続きまして、固定資産評価審査委員会費２０万円余でございます。１

つ目の黒ポツ、固定資産評価審査委員会委員報酬で１５万２，０００円でございますが、平成３０年度、３年に

１回の土地家屋評価等の評価がえに伴いまして、市内の市街化調整区域の評価に関する申し出が１件ございまし

た。このことに伴いまして、調査、審査を行う会議を５回開催し決定書を出したものでございます。結果として

は棄却という形で決定書を出したものでございます。私からは以上です。 
○経営戦略課長 では、続きまして、２目秘書広報費をお願いいたします。備考欄の白丸、秘書事務諸経費５３

３万４，０００円余でありますが、最初の黒ポツ、市長表彰等記念品代２３万２，０００円余につきましては、

市長表彰式におけます有功表彰４人、善行表彰２人と２団体の記念品代、それに加えまして、義務教育９カ年の

皆勤記念としての記念品代１８人分となっております。次の黒ポツ、市制施行６０周年記念事業市民懇談会委員

謝礼６万３，０００円余につきましては、各団体の代表で構成をいたします委員会を２回開催いたしまいて、市

制施行６０周年の節目の年を市民とともに祝うための記念事業等について広く意見をお聞きをし、事業計画に反
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映を行ったものとなっております。３つ下の黒ポツ、交際費８９万６，０００円余につきましては、市長の対外

的な活動の交際上必要な経費で、指定功労者等への香典などの慶弔費等となっております。件数等につきまして

は１６４件で、前年度比１７件の減でありました。飛んでいただきまして、１１個下の黒ポツ、全国市長会負担

金３５万７，０００円と、その下の黒ポツ、県市長会負担金８８万６，０００円につきましては、全国及び県の

市長会の運営費等に係ります負担金となっております。こちらにつきましては、均等割と人口割により算出され

たものとなっております。２つ下の黒ポツ、信州塩尻会事業補助金２９万４，０００円余につきましては、東京、

名古屋、関西の各塩尻会の通信運搬費と会場費等の補助金であります。 

次の白丸、都市交流事務諸経費２２万３，０００円余でありますが、最初の黒ポツ、有料道路等使用料６万３，

０００円余につきましては、姉妹都市交流市民号や南伊豆町の物産展に参加する際の有料道路代となっておりま

す。おめくりいただきまして、７６、７７ページをお願いいたします。一番上の黒ポツ、都市交流協会補助金１

０万円につきましては、都市交流協会が行います姉妹都市交流事業等の経費に対します補助金であります。 

次の白丸、広報広聴活動事業３，１１７万円余でありますが、最初の黒ポツ、行政チャンネル放送番組審議会

委員報酬１万３，０００円余につきましては、放送番組の適正を図るために年に１回開催しております審議会の

委員報酬であります。そこから８つ下の黒ポツになります。印刷製本費１，０９２万円余でありますが、毎月１

回発行しております広報しおじり２万２，４００部の印刷製本費となっております。また、６つ下の黒ポツ、有

線テレビ広報事業委託料７３０万円余につきましては２つありまして、１つは行政チャンネル業務委託料といた

しまして６７３万９，０００円余。これは番組制作の撮影、編集、それから機器や回線の保守管理の業務委託料

となっております。もう１つは有線テレビ広報事業委託料５６万１，０００円余で、テレビ広報しおじりの１５

分の番組を制作、放映等の業務委託料となっております。次の黒ポツ、広報配送仕分作業委託料９７万６，００

０円余と、その下の黒ポツ、広報配布委託料３３１万８，０００円余につきましては、広報誌の配送の仕分、配

送、配布業務をシルバー人材センターに委託した業務委託料となっております。６つ下の黒ポツ、ホームページ

の管理システム使用料３４８万８，０００円余と、その下の黒ポツ、緊急メールシステム使用料２７３万４，０

００円余は、それぞれシステムの利用に係ります使用料となっております。私からは以上です。 

○会計管理者 続きまして、３目会計管理費を説明いたします。備考欄１つ目の白丸、会計事務諸経費１，２９

３万６，０００円余のうち、２つ目の黒ポツ、印刷製本費１４１万６，０００円余は、決算書や支払い通知書な

どの印刷代となっております。３つ下の黒ポツ、電算機器使用料１２３万４，０００円余、その２つ下の黒ポツ、

財務会計システム使用料８８１万２，０００円余につきましては、情報政策課の指示額によるものでございます。 

２つ目の白丸、公有財産売払事業２５万７，０００円余につきましては、ヤフー株式会社の官公庁オークショ

ンに参加をし、不用物品となりましたマイクロバス、消防団のポンプ車や積載車、プリンターなどを出品し、売

却するのに要した費用でございます。３つ目の黒ポツ、公有財産売却手数料は官公庁オークションの利用料で、

落札額の３％プラス消費税を支払いました。なお、オークションによる収入は３３１万７，０００円余となりま

した。会計課からは以上です。 

〇財政課長 続きまして、４目の財政管理費の決算額でございますが、４５９万５，３１６円でございました。

主なものにつきましては、ページをおめくりいただきまして、７８、７９ページをお願いいたします。上から４



7 

 

つ目の黒ポツでございます。財務会計システム使用料３５２万５，１２０円でございました。 

次の５目財産管理費の主なものにつきましては、２つ目の白丸、財産管理事務諸経費のうち、上から９つ目の

黒ポツ、全国市有物件災害共済会分担金６７０万４，７５０円でございますが、公用車及び市所有の建物にかか

わる保険掛金でございます。その下の黒ポツ、特殊建物定期報告委託料１７７万１，２００円につきましては、

建築基準法に基づきまして専門の資格者による検査等を定期的に行うものでございます。小中学校など１９施設

の検査等を実施いたしました。２つ下の黒ポツ、市道分筆測量等委託料７７２万８，９００円でございますけれ

ども、その下に明細を記載しておりますけれども、市道路線の分筆測量や土地の処分、取得等に伴う境界確定な

どを委託したものでございます。４つ下の黒ポツ、土地等賃借料３，９５１万５，５４３円でございますが、保

育園用地などの賃借料でございます。決算説明資料の１２４、１２５ページに明細ございますが、そちらは改め

てごらんをいただきたいと思います。 

次の白丸、基金積立金でございます。その下に記載しております基金に元金及び利子を積み立てたものでござ

います。１つ目の黒ポツ、財政調整基金につきましては、前年度決算剰余金のうち２億１，０００万円を積み立

てたものでございます。６つ下の黒ポツ、市営住宅整備基金につきましては、住宅使用料のうち、１，０００万

円を改修等の準備費用として積み立てたものでございます。３つ下の黒ポツ、福祉基金につきましては寄附いた

だきました２億２，９００万円余を積み立てたところでございます。おめくりをいただきまして、８０ページ、

８１ページをお願いいたします。上から６つ目の黒ポツ、森林環境保全基金及びその下の知恵の交流基金、また

スポーツ夢基金につきましては、ふるさと寄附金の一部などを積み立てたものでございます。なお、決算説明資

料２９ページに、基金運用状況ございますが、そちらは、また改めてごらんをいただきたいと思います。私から

は以上でございます。 

○経営戦略課長 続きまして、６目企画費になります。備考欄の白丸、企画調整事務費２０８万３，０００円余

につきましては、企画調整事務にかかわる経常的な事務経費となっております。２つ目の白丸、行政評価推進事

業７７万７，０００円余の最初の黒ポツ、行政評価委員会委員報酬４万６，０００円余につきましては、市に有

識者で構成をいたします委員会を２回開催をしております。第１回では、平成２７年度から平成２９年度までの

第１期中期戦略の評価指標の達成状況と地方創生関連事業２事業、第２回では子育て関連事業と新年度の新規提

案事業、各事業につきまして外部評価を行っていただきまして、改善点等の指摘を受け事業の執行方法の改善に

努めるとともに、新年度の予算に反映を行ったものとなっております。 

５つ下の黒ポツ、行政経営アドバイザー業務委託料４８万円につきましては、行政経営システムの負担の見直

しを行うため、行政評価理論の第一人者であります関西学院大学の稲澤克祐教授に総合計画、行政評価、実施計

画、予算編成について定期的なディスカッション、電話、メール等でのアドバイスをいただくための業務委託を

行ったものとなっております。 

次の白丸、広域行政推進事業１，２８７万円の２つ目の黒ポツ、松本広域連合負担金１，２８６万５，０００

円につきましては、松本広域連合の共通経費のうち、議会費、総務費の本市分の負担金であります。 

次の白丸、民間活力導入事業１，６０５万７，０００円余の最初の黒ポツ、公の施設指定管理者選定審査会委

員報酬３万３，０００円余につきましては、ふれあいセンター東部と地場産業振興センターの２つの施設につい
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て、新たに指定管理者の選定を行うために、それぞれ１回、計２回開催したものとなっております。５つ下の黒

ポツ、業務改革モデルプロジェクト業務委託料１，５８６万５，０００円余は、昨年度策定をいたしました行政

改革基本方針に基づいて総務省の業務改革モデルプロジェクトの採択を受けまして、６月定例会で補正予算をお

願いをし、保育園の入園の申し込みから決定通知発送までの一連の業務についてＩＣＴ等を活用した業務改革の

実証事業に取り組んだものとなっております。この事業では、業務プロセスを再構築をし、ＲＰＡ、ＡＩ等を活

用し、またアウトソーシングの導入などについて実証を行いました。それによりまして、業務時間で約１，２０

０時間、約４０％の削減。業務期間では、入園の決定通知の発送を約１カ月前倒しができることが見込まれるな

ど、市民サービスの向上につながる大きな成果を得ることができました。加えまして、児童館及び保育園の臨時

職員等の出退勤管理業務につきましても、ＲＰＡの活用によりまして業務時間の大幅な削減につながることがで

きました。私からは以上です。 

○地方創生推進課長 続きまして白丸、シティプロモーション事業について説明をさせていただきます。１番上

の黒ポツ、地域おこし協力隊員報酬１名分でございます。こちらは安藤誠起さんにかかわるものでございます。

安藤さん、平成２７年８月から任用されまして、昨年度は７月いっぱいのものになります。ですので、昨年度は

この４カ月分。月額の報酬１６万５，８００円の４カ月分の報酬になります。１つ飛ばしまして、寄附謝礼品に

なります。こちらは、ふるさと納税の返礼品の購入額になります。平成３０年度のふるさと納税の結果になりま

すけれども、寄附額で４億５，５９５万２，６４０円、寄附件数は２，７５４件でありました。これであります

けれども、金額で前年度のマイナス１７．９％ということで、前年の５億５，０００万円から約１億円ほど金額

では減ったというものでございます。主な要因は、昨年度、地場産品の定義がいろいろもたらされまして、その

中で自主的な判断といたしまして、１月からセイコーエプソンのプリンターを中心とするエプソン製の家電製品、

こちらのほうを１月からやめさせていただいたというものであります。もう一つの要因は、他の自治体における

〇〇何とかポイントの還元セールというものに、若干流されたというものは要因として考えております。いずれ

にしましても、昨年度４億５，０００万円の寄附をいただいたというものでございます。５つ飛ばしていただき

まして９番目の黒ポツ、ふるさと寄附業務委託料でございます。こちら１，０１１万円余になっておりますが、

これはふるさと納税の発送とか発注に係る業務を、塩尻市振興公社のほうへ委託しているものでございます。１

つ飛ばしまして、ポータルサイト特設案内使用料１，８８１万円余でございます。こちらは、ふるさと納税を寄

附していただく際に寄附者が利用いたしますサイトの利用料になります。現在、本市のほうでは、ふるさとチョ

イス、ふるなび、楽天、以上３つのサイトから寄附をいただくような形になっております。それぞれ、月額の定

額であるものや、寄附額に応じて１％、１５％と応じているものがございますが、基本的に寄附額が増減するこ

とによって、こちらのほうの決算額も増減するという形になってございます。決算書のほう、めくっていただき

まして、８２ページ、８３ページ、備考欄一番上になります。地域おこし協力隊の活動補助金でございますが、

こちら、先ほどの安藤誠起さんの４カ月分の活動に関する補助金の決算額でございます。次の黒ポツ、シティプ

ロモーション推進事業負担金３８３万円余でございます。こちらのほうは、塩尻市シティプロモーション推進会

議に沿った形で、塩尻市のシティプロモーション戦略にあった事業のほうを推進してまいりました。主な内容で

すけれども、市民の地域への愛着の醸成、それから市民の声を市政にすることを目指した市民対話型の塩尻未来
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会議を１４回開催してございます。また、外部へ向けてのシティプロモーションの発信サイトとして、塩尻耕人

のほうの運営というものをやっております。子育て世代へのプロモーションとしては、中信三市の合同セミナー

及びツアーを４回開催してございます。また、市内外の子育て世代を対象とした市内の子育て施設ツアーを２回

開催し、その様子を雑誌媒体等へ掲載して情報発信につなげたものでございます。昨今、関係人口が叫ばれてお

りますので、我々のほうの外部プロモーションといたしましても、その辺のところをターゲットにいろいろ事業

を行うものです。次の、３番目の黒ポツ、地域おこし協力隊採用事業負担金でございます。こちらのほうは、本

年度採用する予定であります、採用したのですけれども、予定でありました商工会議所のほうへ配属する地域お

こしの採用分を商工会議所のほうに負担金として払いまして、商工会議所のほうが日本仕事百貨という首都圏の

地方に関心がある若者に対して、こういう仕事がありますよっていうサイトを運営する会社のほうに取材をして

いただいて、採用の募集をかけたものでございます。結果でありますが、本年度４月１日から横山という者が商

工会議所のほうで、今、雇用の関係の地域おこしとして今、活躍をしているというもので、その採用経費でござ

います。４番目の黒ポツ、地域おこし協力隊起業支援事業補助金でございます。こちらは、先ほど出ました安藤

さん、退任された後、本市でジビエ料理と塩尻ワイン等、農業体験ツーリズムのＮＰＯ法人を設立して起業をさ

れたということで、こちらに関する経費、上限でありますが１００万円を交付したものでございます。安藤さん、

ワイン大学のほうも、今、受講されておりまして、こちらのほうに残って塩尻に関することの事業をやりたいと

いうことで、こちらのほうで活動をされているものでございます。なお、参考までに、一つ前の採用経費及び地

域おこし協力隊がここの場で起業する経費につきましては、特別交付税の財源措置があるものでございます。 

次の白丸事業、移住定住事業でございます。地域おこし協力隊報酬２名分になります。こちらのほうは、空き

家コーディネーターとして採用している今井斐子さん、それから立川あゆさん、それぞれ１年間分のものでござ

います。２つ目の黒ポツ、地域おこし協力隊活動補助金は上記２名の活動に関する補助金になります。一つ飛ば

しまして、移住促進事業負担金ですが、これは賃貸住宅に住まわれている夫婦に対する地場産品のプレゼント事

業になります。将来的に本市の定住につながる市内の賃貸物件へ転入してきた方々に対して、地域の愛着醸成を

図るために地場産品プレゼント事業を実施しました。昨年度は７０組の夫婦の方が申請をいただきました。本市

の定住につながるデータ収集をするとともに、定住意識の醸成が図れることを狙ったものでございます。 

次の白丸、地域資源ブランド化推進事業になります。協働研究負担金でございますが、本市の都市ブランドの

構築を目指しまして、信州大学のほうと協働研究を行っている経費でございます。信州大学のほうに昨年度、う

ちの職員が３０回ほど通いまして、林教授のもとで本市のブランディングの確立を目指しております。その下の

実証事業負担金でありますが、関連します信州大学の地域ブランド実践ゼミというものがございまして、学生の

中において本市の地域資源である子育て、教育、松本山雅、これはスポーツなのですけれども、あと民泊に対す

るものをテーマとして、本市でフィールドワークを行って、本市の都市ブランドにいかにつなげていくかという

活動を学生のほうにしていただいた経費等になります。 

次の白丸、ＭＩＣＨＩＫＡＲＡプラス推進事業でございます。こちらの主なものは４つ目の黒ポツ、プロジェ

クト推進委託料でありますが、株式会社チェンジウェーブのほうへ業務委託したものでございます。昨年度のＭ

ＩＣＨＩＫＡＲＡでございますが、主要施策に係る課題の構造化や革新的な施策の立案の創出を目的に実施をい
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たしました。参画企業でありますが、これまでもソフトバンク株式会社、日本たばこ産業、オリエンタルランド、

日本郵便に加えて、新たにＡＮＡホールディングスが参加いたしました。また、一般公募により１名が加わって、

プロフェッショナル人材２５名と市の職員２４名、総勢４９名が参加をしたというものでございます。あと、課

題解決。今まで３回目までは課題解決の提案先が塩尻市役所のみになっておりましたので、平成３０年度はテー

マオーナーとして塩尻商工会議所、塩尻社会福祉協議会、塩尻振興公社、株式会社しおじり街元気カンパニーな

どが参加して、地域のステークホルダーを巻き込んだプログラムとして設計、６つのテーマに取り組んだという

ものでございます。 

次の白丸、オープンイノベーション推進事業でございますが、こちらはスナバの運営に係る経費でございます。

一番上の地域おこし協力隊員報酬３人分でございます。まず、中島光というもの、１２カ月分になります。２人

目が田中暁でございまして、田中暁は昨年６月１日から採用になっておりまして、１０カ月分になります。３人

目が辰巳和生という者になりまして、辰巳に関しましては、年明けの１月からの採用になりますので、こちらで

は３カ月分ということで、合計３人の報酬になってございます。７つ飛ばさせていただきまして、運営マネジメ

ント等業務委託料でありますが、こちらは運営に関する委託を株式会社Ｈｕｂ Ｔｏｋｙｏのほうに委託をして

いるものでございます。６つのノウハウの譲与を受けるという想定で委託を出しております。オープニングの企

画に関するもの、それからコワーキングの運営ビジョン、事業計画の策定。運営ビジョンに関しましては１年、

３年、５年の中期から長期に及ぶものの策定でございます。それからコワーキングの運営体制の確立、それから

施設内でのソフトコンテンツの作成。これは起業家プログラム等、どのような形で設計したらいいかというもの

でございます。５番目が施設を使う方々、どんな方々に来てもらいたいかという誘致戦略及びコミュニティの発

足の仕方。６番目、施設のプロモーション戦略の策定というものを業務委託として出してございます。昨年５月

にプレオープンをいたしまして、８月にグランドオープンをいたしまして、コワーキングの機能の核となる多様

なコミュニティの組成として、メンバーの確保と起業家支援のプログラムを実施してまいりました。月額利用料

が税込みで８，１００円ということで、メンバーのほう、募集をいたしました。オープン以後、イベントを６９

回開催いたしまして、延べでありますが１，１００人の方々に参加をしていただいております。結果、昨年度末

でメンバーは２２名の方々がなっていただいてございます。また、起業家支援プログラムとして１回ではありま

すけれども、４カ月のものを開催いたしまして、５名の方が事業の促進にするということで参加をしていただい

たものでございます。一つ飛ばしまして、地域おこし協力隊の活動補助金は、先ほど言った３名の活動に係る補

助金でございます。私からは以上です。 

○情報政策課長 それでは８２ページ、７目情報開発費について御説明させていただきます。まず、事業費全体

を通じて、パソコン等使用料、電算機器使用料といった使用料となっているものにつきましては、職員が使うパ

ソコンであったり、ネットワーク機器であったり、サーバーであったりといった機器の使用料ということで、全

事業共通して上げさせていただいております。また、委託料につきましても、その機器類の保守点検委託という

形で上げさせていただいているものになってございます。それと、また、負担金になるものにつきましては、国

や県、また市町村共同のシステムを利用するための負担金として支払いをさせていただいているものとなってお

りますので、全体を通してそういうふうに見ていただければと思います。それでは、主なものを説明させていた
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だきます。２つ目の白丸、行政情報等システム運用事業５，９５４万円余につきましては、２つ目の黒ポツ、パ

ソコン等使用料、それから次の黒ポツ、電算機器使用料につきましては、主に庁内の職員が利用するパソコン、

それから、それを動かすためのサーバーの使用料ということになってございます。 

次の白丸、塩尻情報プラザ・ネットワーク運用事業８，７２５万円余につきましては、主なものとしましては、

ページをおめくりをいただきまして、８５ページになります。上から２つ目の黒ポツ、指定管理料ということで、

塩尻情報プラザ、それから塩尻情報プラザから市内に引いている光通信網の維持管理ということで、指定管理者

に委託料として支払っているものとなります。それから、４つ目の黒ポツにつきましては、そこのネットワーク

機器の使用料、それから、その次の黒ポツ、支障移転等工事費につきましては、電柱の移設や道路の拡幅等に伴

うような移設、それから災害時の倒木や何かにおける光ケーブルの損傷等に伴う費用ということになってござい

ます。 

それから、次の白丸、情報処理諸経費につきましては、例年はないのですけれども、中段のところにあります

行政情報システム改修委託料ということで、令和元号への対応のシステム改修費ということで委託料を載せさせ

ていただいてございます。 

では、次、８６、８７ページをごらんください。１つ目の白丸、ＩＣＴ人材育成事業２９６万８，０００円余

につきましては、市内の小中学生を対象として、ＩＣＴに興味の湧く人を育てるという目的で講座を開催してお

りまして、１３講座３６５名の参加により実施をさせていただいたものとなってございます。私のほうからは以

上です。 

○地域振興課長 続きまして、８目地域づくり振興費、決算額７，８１６万２，０００円余をお願いいたします。

備考欄、最初の白丸、地域づくり事務諸経費５０８万８，０００円余でございますが、地域づくり課の事務処理

にかかわります経費でございまして、臨時職員の賃金が主なものでございます。 

次の白丸、行政連絡諸経費４，５９１万４，０００円余でございますが、最初の黒ポツ、行政連絡長報酬６６

人分の２，９５７万１，０００円余、それから下から２つ目の黒ポツ、行政連絡委託料１，４９９万９，０００

円余が主なものでございます。この委託料につきましては、行政連絡事務及び広報等の文書配布事務にかかわり

ます委託料でございます。 

次の白丸、コミュニティ活動支援事業９２９万９，０００円でございますが、最初の黒ポツ、ふれあいのまち

づくり事業補助金は、各区が行いました地域の活性化を図る事業に対しまして交付金を補助したものでございま

す。地域づくり事業といたしまして、北熊井区の舅屋敷遺跡説明看板等の設置事業のほか、５件の補助といたし

まして２０１万９，０００円、ずくだし事業として、平沢区の水路ふた設置の補助として２０万円を交付したも

のでございます。次の黒ポツ、集会所改修事業補助金でございますが、これは高出五区、緑ヶ丘集会所の外壁の

改修の補助として２８万円を交付したものでございます。その下の黒ポツ、コミュニティ助成事業補助金は、宝

くじの収益金を財源といたしまして一般財団法人自治総合センター、それから公益財団法人長野県市町村振興協

会が行います補助制度でございまして、日出塩区の除雪機を整備する事業ですとか、東山区の区民自主防災隊の

防災備品の整備にかかわる補助など、合わせて４件、６８０万円を支出したものでございます。 

次の白丸、防犯灯管理事業８５２万８，０００円余でございますが、最初の黒ポツ、防犯灯設置改修補助金６
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８４万９，０００円につきましては、ＬＥＤ防犯灯として新規設置あるいは改修をされました一般防犯灯、それ

から指定防犯灯、合わせまして、こちら全部足すと５５０基になりますが、こちらに対する補助でございます。

２つ目の黒ポツ、指定防犯灯電気料補助金１６７万９，０００円余でございますが、集落と集落の間にあります

指定防犯灯６４９基の維持管理をしていただいております区等に対しまして、電気料を補助させていただいたも

のでございます。 

次の白丸、地域活性化プラットフォーム事業９３３万２，０００円余につきましては、ページをおめくりをい

ただきまして、８９ページの３つ目の黒ポツ、地域活性化支援事業交付金９２５万円が主なものでございまして、

地域が主体となって身近な課題を解決していくための整備事業や改修事業、地域の人材育成につながる事業等に

対しまして、８地区に２００万円を上限に交付金を交付したものでございます。この中で、例えば、北小野地区

では、地元のもみじ山にあずまやを設置し地域住民の憩いの場として整備をしまして、また農林業後継者や担い

手不足の解消等を図るために都市部の方たちを含む生活クラブの皆さんと高原野菜の収穫、水源地たのめの里秋

の森づくりを通しまして北小野地区のよさを体感してもらい、交流を深めることによって農業振興、移住定住の

促進などにつなげていく活動となっております。また宗賀地区では、宗賀小学校の学友林を復活させて、世代間

を含めた地域の人々の交流を促進する中で地域の活性化を図る取り組みを進めております。平成３０年度は学有

林の整備として草刈りを行い、豊かな学有林を再生するために水芭蕉の苗づくりを行いました。また児童、生徒

が主役になれる事業として、まきづくり体験や、どんぐり夢広場の看板を宗賀小学校の児童から公募して作成す

るなど、コミュニティ・スクール事業とタイアップする形で取り組むことができました。このほか、各地区で地

域の課題解決のために取り組んだ事業につきましては、決算説明資料の４２ページにおいてお示ししてございま

すので、また御確認いただきたいと思います。 

続きまして、決算書８８ページから９５ページまでが９目の支所費でございます。支所費につきましては、８

９ページの備考欄白丸、片丘支所管理運営費、以下支所ごとにお示ししてございますが、各支所ほぼ共通してお

りますので、片丘支所の管理運営費を例に御説明申し上げます。主なものとしましては最初の黒ポツ、臨時職員

賃金、こちらは１人分として１０４万５，０００円余でございます。５つ目の黒ポツ、電力使用料６２万９，０

００円余、それから下から６つ目の黒ポツ、清掃委託料４１万１，０００円余などとなっております。そのほか、

ごらんのとおり消耗品費、燃料費、上下水道使用料等々、支所の管理運営にかかわる経費を執行したものでござ

います。 

以下、主な項目のみ、御説明申し上げます。８９ページの備考欄３つ目の白丸、宗賀支所管理運営費の、ペー

ジをおめくりいただき、９１ページの上から４つ目の黒ポツ、営繕修繕料６６万３，０００円余でございますが、

こちら大会議室の照明をＬＥＤ化した修繕にかかわるものでございます。 

次の白丸、北小野支所管理運営費の８つ目の黒ポツ、営繕修繕料４３万３，０００円余でございますが、支所

外壁のクラック修繕及び消防設備点検で指摘された誘導灯の修繕等にかかわるものでございます。それから３つ

下の黒ポツ、電話料３８万８，０００円余でございますが、北小野地区の市外局番は松本局エリアの０２６３と

諏訪圏エリアの０２６６の２つの局番があるため、北小野支所も２つの回線を使用しております。そのため他の

支所と比べて金額も大きくなっております。 
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備考欄、２つ目の白丸の洗馬支所管理運営費の、ページをおめくりいただきまして９３ページの６個目の黒ポ

ツ、備品購入費３９万９，０００円余でございますが、こちら農産加工室の攪拌機を更新したものでございます。 

ページをおめくりいただきまして、９５ページ、備考欄、１つ目の白丸、楢川支所管理運営費の下から８つ目

の黒ポツ、設計委託料３３３万７，０００円余でございますが、楢川保健福祉センター改修工事設計業務委託料

で、今年度の楢川支所移転に伴います施設改修工事の設計業務を実施したものでございます。地域づくり振興費

及び支所費につきましては、以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。ここで、１１時１０分まで休憩いたします。 

午前１１時００分 休憩 

――――――――――― 

午前１１時０８分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開いたします。説明をいただきました６８ページから９５ページまでの質

疑を行います。委員の皆さんから質問等ありましたらお願いいたします。 

○小澤彰一委員 ７１ページのところですけれど、下のところで、文書事務費というのがあります。これに関し

て、かなり膨大な量の印刷物を各課で行っていると思うのですが、保管に関するとか、分類、保存に関する業務

っていうのは、どこにあらわれてくるのでしょうか、費用は。 

○総務人事課長 基本的に保管とか分類に関しましては、各課で書類の管理等をしておりますので、特に予算上、

金額としては、決算上もそうですけれども、あらわれてはおりません。 

○委員長 ほかに。 

○山口恵子委員 電話交換の件でお聞きします。７３ページです、電話に関して。数年前にダイヤルイン機能を

導入しまして、各課に直通で電話、かけられるようになりましたが、その辺の成果というか、どんな状況になっ

ているのかお聞きしたいと思います。 

○総務人事課長 ただいまのダイヤルインの導入に関してでございますが、現在４８回線をダイヤルインとして

利用しております。その結果でございますけれども、平成３０年度につきましては、前年度と比べまして電話交

換手で電話を交換いただいた件が２．４％の減。それから平成２８年度と平成２９年度につきましては１２％の

減、それから平成１８年度と平成１７年度の比較としましては１８％減ということで、一応、年々、直接交換を

いただく件数は減ってきております。それから、やはりダイヤルインということで、市民の皆さんからは直接担

当課につながるということで、利便性について好評をいただいているところでございます。 

○山口恵子委員 そのダイヤルの相談のことで市民の皆さんから要望をいただいている点がありまして、直通に

なったことはとても助かるのですけれど、あと、女性相談とか専用ダイヤルもありまして、直通でかけられるの

ですが電話がなかなか、相談業務だと特に電話が長時間になる場があって、なかなかつながらないっていうこと

があります。あと、マイサポなんかも、なかなかつながりにくいのですけれど、そういうときに、案内をしてい

ただくとか、かわりの番号を、また紹介をしていただくとか、そういったメッセージが鳴っている間に紹介でき

る、そういうメッセージが流れるようにしていただければありがたいっていうような要望もいただいているので

すけれど、伝言メッセージの導入なんかは、できるのか、できないのか、課ごとに対応するのか、その辺につい
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てはどんな状況でしょうか。 

○総務人事課長 たしかに、特定の回線につきまして、集中をしまして、市民の皆さんに御迷惑をおかけしてい

るという部分はあると思いますので、その場合の、委員さんのおっしゃいました、例えばメッセージが流れると

か、ほかの電話へ回線を変えて、かかるようにするとか、いろんな方法、考えられると思いますので、その辺に

つきましては、またしっかり研究、検討させていただきたいというように思っております。 

○山口恵子委員 せめて番号の案内、この番号使用中なので、こちらにおかけくださいとか、そういったものも

入れていただくと、ありがたいっていう声を聞いていますので、よろしくお願いします。 

○総務人事課長 それにつきましては、引き続き、検討をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○委員長 ほかにございますか。 

○横沢英一委員 たしかに、ダイヤル方式も導入になったということなのですが、聞いたら、使用量の関係で１

８％減ったとか、そういうようなことだったのですが、私もこの業務委託料を見ると、余り変わらないような気

がしていたのですが、そこら辺はどうなのですか。４年ばかり追跡してみたのですが、ほとんど変わらなかった

ものですから。業務量は減っておいて、そういうことはどうしてかなと思ったのですが、どうでしょうか。 

○総務人事課長 たしかに、ダイヤルインの導入ということで、効果というところは非常に難しいところかなと

いうふうに思っておりますけれども、先ほども申し上げましたとおり、やはり担当課に直接つながるということ

の利便性というのは大きいかなというふうに思っておりますので、委託料を含めた中で、どのぐらいの費用対効

果っていうのは、なかなか、電話自体がかなりふえてきておるってところもあるものですから、その辺は、なか

なか、比較していくのは難しいかなというふうに考えておりますけれども、こちらにつきましては、平成２８年

から導入をしているということで、もう少し様子を見ながら、その辺の費用対効果についても、しっかり検証し

てまいりたいと考えております。 

○委員長 よろしいですか。 

○横沢英一委員 ええ。 

○委員長 ほかには。 

○山口恵子委員 公用車のことについてお聞きします。近年、ドライバーのマナーが余りにも悪い状況で安全に

運転していても被害を受けるような状況がありますけれども、ドライブレコーダーなどは公用車に設置されてい

るのかどうかお聞きします。 

○総務人事課長 一部のバス等については、今、実験的にドライブレコーダーを搭載してございますけれども、

まだ、それが全部の公用車までというところには至っておりません。それにつきましては、やはりドライブレコ

ーダーをつけることによりまして、今度、そちらの映像自体も情報公開等の該当になってきたりという課題がご

ざいますので、そういった部分もしっかり整備をする中で、必要であれば、ドライブレコーダーについては整備

をしていくっていうことも考えられるのかなというように思っております。 

○山口恵子委員 いろんな、交通事故とか、いろいろな場面でも、ドライブレコーダーが証人になるっていうよ

うなこともありますので、しっかり検討をお願いします。 
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○委員長 ほかには。 

○永田公由委員 ページ、８３ページ、地域おこし協力隊の活動補助金について、結構なお金が出ているのだけ

れど、これはどういったものを基準として補助しているのか。その辺、詳しく説明してくれる。 

○地方創生推進課長 地域おこし協力隊、昨年の場合、うち６人いたということで、基本的には、その地域おこ

し協力隊のそれぞれのミッションにかかわる活動費というものに出ます。一番主なものは、やはり、こちらに賃

貸借のアパートに住んでおられる方がいられますので、これは国の基準に沿って、月額４万円までは見ていいよ

というものがございますので、ほぼ、地域おこし協力隊員はこれを活用しています。あと、自分の活動を行う際

に、外で研修会ですとか、視察に行く場合とかというものに関しても、これらの経費として扱っております。そ

れから、地域おこし、自分で活動する場合でありますので、立川さんの場合ですと、コミュニティ、借りている

施設の若干修繕、修繕というのは集まる用に修繕する場合なのですが、これも対象経費として認めております。

基本的には、国のほうで全部基準が示されておりますし、我々、判断に迷う場合は、県の担当課、市町村課です

けれども、具体的にこれってどうですかっていうのを問いかけをして、基準にあったような形になっています。

一応、一年間、１人当たり２００万円までは上限でいいですよという形になっております。以上です。 

○永田公由委員 そうすると、その人たちは、報酬のほかに、例えば家賃の補助だとか、自分がどこか研修に行

きたいとき、そういった補助として２００万円上限で出してもいいということになっているという国の基準があ

るということなのだけど、これに関しては、国からのいわゆる補助金というのはきているわけですか。 

○地方創生推進課長 活動補助金につきましても、上限ありますけれども１人当たり２００万円までは国のほう

で特別交付税措置されるというふうに説明を受けております。以上です。 

○永田公由委員 国のほうから交付税で来ると、こういうことなんだね。すると、市からの単費はないと。 

○地方創生推進課長 基本的にないです。 

○永田公由委員 それで、どっちかというと、その地域おこし協力隊の隊員の方が、タイムスなんかでもって見

させてもらって、いろんなことを取り組んでいるなっていうことはわかるのだけれど、具体的に塩尻市にとって、

どんな実益なり、成果があったかっていうのは検証されていますか。 

○地方創生推進課長 一人一人、まだあれなのですけれども、実は議会のほうでも答弁させていただきましたが、

これまで９人、トータルで地域おこし協力隊を採用させていただきまして、３人がことしの途中まで含めて退任

をしているということでございます。１名は、先ほど申し上げましたとおり安藤さん、この地で残って、かつ起

業をしていただいたということが一つの実績になります。それから、今年度の話になってしまうのですが、北小

野で住まわれていた今井さんも途中で退任されたのですが、今井さんも今現在もこちらのほうに残っていただい

て、できればこちらの地で起業したいという意向を、今、伺っているところではありますので、もう１名につき

ましては、やむを得ず任期途中で戻ってしまったということがありますけれども、一応成果としては、その３人

中２人がここの地へ残って活動をして、その方を目がけて、市外からまた人を連れてきているというような流れ

は一定の成果が上がっているというふうに理解しております。以上です。 

○委員長 よろしいですね。 

○永田公由委員 はい。 
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○山口恵子委員 関連です。地域おこし協力隊の補助金などを受けられる、任期３年でしたね、市町村で活躍す

る任期が３年で、国の支援制度がある中で活動していただいて、その後、その地域で引き続き残って継続して活

動していただくことが重要だと思うのですけれども、そのための補助制度、例えば、８３ページでは、地域おこ

し協力隊起業支援事業補助金というのが、それに当たると思いますが、これは家賃は含まれていないのですか。

これの内容についてお聞きします。 

○地方創生推進課長 実はこれも国のほうで基準が決められております。具体的な基準になりますけれども、事

業を行うときに資格を取得しなければならないってときの経費、それから事務所を設置する場合の取得費及び賃

借費もなっております。それから事業の事務所の改修とかの経費、それから消耗品等になっておりますので、基

本的には、その地で起業に関する経費というものは対象にするということで、今、委員、質問がありました家賃、

安藤さんの場合も借りていますので、これも２カ月分のものは対象となっております。 

○山口恵子委員 実際に任期が過ぎて自立するまでの間の支援がとても大事になると思うので、この数字、お金

のことだけではなく、精神面とか、いろんな地域の受け入れ体制とか、そういった職員の皆さんの御尽力もとて

も大事になるかと思いますので、その辺、しっかり継続していけるようにお願いしたいと思います。 

○小澤彰一委員 特別交付税で活動資金だとか、あるいは報酬などが手当されているのですが、彼ら、ダブルワ

ークが認められていますよね。それ、もし、やらなかった場合、例えば雇用保険だとか、健康保険だとか、ある

いは年金だとか、そういうもの、社会保障に関する部分っていうのは、個人的にはその３年間どうなるのでしょ

うか。 

○地方創生推進課長 基本的には、我々が地域おこし協力隊に報酬として払っていますけれども、考え方として

は、一個人事業主のほうにお願いをしているという形になりますので、市のほうからは社会保障に関するものの

経費は一切払っていません。ですので、ここのところが非常に厳しいのですが、先ほど委員おっしゃったとおり、

自己責任という言葉でくくられてはしまうのですが、実は我々もスナバのほうに地域おこし協力隊も定期的に１

カ月集まって、いろいろ現況報告をする中で、その中で、個別にいろいろやっぱり相談を受けることがあります

ので、そういうものに関しては、的確かどうかは別としても、アドバイスなり、もしくは専門家のほうに相談を

していただくということで対応しております。以上です。 

○小澤彰一委員 本会議の質問の中でも出したのですけれども、例えば、雇われた先で、そういう厚生年金だと

か、そういう制度に入ることは可能なのですね。 

○地方創生推進課長 基本的に、今、副業が、この世の中全般に、今、はやってきていまして、実は、そちら、

副業する側の体制整備も国のほうで示されなきゃいけないということで、いろいろ取り組みはしております。受

け入れる側の企業さんの形態にもよるので一概には言えないのですが、基本的には副業を認めている企業であれ

ば、今、委員がおっしゃっていることは可能であるというふうに考えております。以上です。 

○委員長 ほかに。 

○横沢英一委員 ７５ページの、ここで聞いていいものかよくわからないのですが、契約の諸経費っていうとこ

ろで、この間千葉のほうで大きな台風災害があったのですけれども、被害が非常に大きいということで、補修し

たくっても、職人さんがいなくて全然どうにもならないということで、よくテレビで言っているわけですが、特
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に瓦職人とか、そういうのがっていうことになると、やはり、やっぱり市内業者っていうのは、うんと大事にな

ってくると思うのですよね。それで、副市長に聞きますが、やっぱり、基本的、姿勢は市内業者を優先するって

ことで、あんまり大きな声では言えないかもしれないのですが、そういうスタンスでいいってことでいいですか。 

○副市長 市内業者優先というのも。 

○横沢英一委員 そういう考え。 

○副市長 制度そのものが、簡易型競争入札の制度をとっておりまして、いわゆる地元にいる業者に対して一定

の得点を与えたり、あるいは、環境だとか、ボランティア活動とか、そういうことに参加をしている業者さんに

は一定の得点を与えて、その得点にしたがって、発注を、優先するわけではないですけれども、その得点の範囲

内で発注をしようというような発注の仕方をしておりますので、結果的に地元で会社を運営していただいたり、

地元の活動に参加をしていただく会社が、契約と言いますか、入札の際には有利になる制度として、今、取り扱

っております。全てではないです。一定金額以下の場合です。 

○横沢英一委員 そういうこと、それはこっち置いておいて、ことし、これ決算だもので、おかしいと思うので

すが、そういう質問まずいと思うのですが、工事の中で遺跡が出てきて、それで、あと、結局工事を延長するよ

うになったというようなことも聞くのですが、そういうようなことで、庁内的には調整みたいなことは当然され

ていると思うのですが、どういうことなのでしょうか。契約関係です。 

○委員長 契約関係。 

○横沢英一委員 具体的に言うと、田川左岸４号だか何かだっていうようなことを言ったんですが、下水の工事

で、何か遺跡が出てきて、どうのこうの。普通はやっぱり、そういうことは事前にある程度、あれしていると思

うのですが、そういうようなことは、非常に手戻りになるとか、いろいろな関係になると思うのですが。 

○副市長 具体的な事例を承知していないのですが、基本的にそれで工期が延長になるような場合、当然工期の

延長の変更契約はいたしますし、遺跡の発掘の費用は原因者負担、基本的に原因者負担ですから、市の工事であ

れば市の工事のほうで負担をしていく。発掘の費用です。それから、そのことによって、工事が遅延して経費が

かかるような場合は、当然変更契約の対象になりますので、それは協議をさせていただくっていうのが基本だと

思います。 

○横沢英一委員 もうちょっと、やはり庁内的なそういうものについては、手戻りのないようにしっかり調査を

しながらやってもらうということだと思いますが、よろしくお願いします。 

それでは、７９ページの真ん中どこらで市道分筆測量等委託料があるわけでございますが、以前私もちょっと

聞いたことがあったのですが、今市道の中に分筆されていない地籍が、当時７，０００筆くらいあったと思うの

ですが、今はどうなんでしょうか。そこら辺は全部解決しているんでしょうか。それとも、そういうのは残って

いるのかどうか、そこら辺がわかったらお願いします。 

○財政課長 ただいま御質問のありました市道の未登記、また分筆等の関係でございますけれども、平成３１年

３月３１日現在、未登記総数が５，７２１筆ございます。そのうち分筆等要するものが４，８４７筆残っており

ます。平成３０年度において、そのあたり処理ができましたものはトータルで１３件の実績でございます。なか

なか代がわり等しているなどいろんな理由がございまして、簡単には進まない問題だと思っておりますが、引き
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続き解消に向けて努めてまいりたいと考えております。 

○横沢英一委員 今の答弁でいくと、ほんのわずかしか進んでいないということですし、代がわりしていくと余

計難しくなってしまうと思うものですから、課題として、引き継いだり実施してもらいたいと思うのですが、よ

ろしくお願いします。 

○委員長 ほかにございますか。 

○山口恵子委員 ７３ページ、また公用車の件でお聞きします。車の保険が切れているということが、他の市町

村で問題になって、保険切れの車に乗っていたという事例がつい最近あったんですけれど、うちの市は何台も車

があって、車ごとに保険の期間が違うと思うのですけれど、それの管理がどのようにされているのかお聞きしま

す。 

○総務人事課長 公用車の保険の関係を含めまして、全ての管理、共有車につきましては総務人事課のほうで行

っておりまして、委員おっしゃるように保険の期間もそれぞれ異なるものですから、その辺はきちんと管理をす

る中で間違いのない運用をしているところでございます。 

○委員長 ほかには。 

○小澤彰一委員 ８３ページ下の情報開発費、どうしてもわからないものですから質問ですけれど、各庁舎の中

にそれぞれハードとしての端末と、それからソフトとしてのいろいろなソフトウェアがあるということですが、

特にＲＰＡなどを使う場合には、まとめてそういう委託料などを払って活用しているのか、そこら辺のところシ

ステム的に教えていただきたい。 

○情報政策課長 ＲＰＡの話はまず置いておいていただいて、職員が使う端末やそれらを稼働するためのサーバ

ー類については、それぞれの委託の中で委託料や使用料を払って運用をしているという形になってございます。

それは従来からずっとそういう形でやってきておるものでございまして、それに対して、今後ＲＰＡをやってい

くという場合におきましては、ＲＰＡの稼働するパソコンをそれぞれ使うところに用意をして、そこにＲＰＡの

ライセンスとかを払って、動くロボットを用意して活動をしていくという形になりますので、従来のものは従来

のもの、ＲＰＡはまたそこに対して別のものとして利用するという形になりますので、違う形での委託契約など

が発生するという形になります。こんな説明でよろしいですか。 

○小澤彰一委員 それぞれの課で必要に応じて端末を用意するということですか。 

○情報政策課長 端末の用意につきましては、従来はシステムごとに買っている部分もあったんですけれども、

今は全部情報政策課で一元管理をして、庁内の台数とかも含めて管理をしています。 

○小澤彰一委員 管理をする際のいろいろな費用だとか、それは各課のほうでそれは分担するということですか。 

○情報政策課長 パソコンの管理とパソコンを動かすためのサーバーや何かの管理は情報政策課で全て行って

おりますが、システム、例えば財務会計システムだったり人事給与システムだったりといった全庁にかかわる部

分であったり特定の部署で利用するシステムにおいては、行政評価の観点もございまして、担当課に予算を計上

していただいてございます。先ほど、会計管理者が情報政策課の指示核というふうに言った部分がそれに当たる

ものになります。以上です。 

○委員長 よろしいですか。 
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○永田公由委員 ７５ページの下から４行目、信州塩尻会事業補助金の関係で、私も何回か出させてもらったん

だけれど、どうも名古屋・関西が出席者が少なくて、大体同じメンバーが出てきているんだけれど、この辺につ

いてもうちょっと出てもらうように見直しをかけたほうがいいと思うんだけれども、その辺について何か検討さ

れていることがあったら聞かせてもらいたいですけれど。 

○経営戦略課長 ただいまの御指摘のとおり、名古屋・関西につきましては会員数がかなり減ってきております。

今まで会を催すに際しまして、通知を申し上げた際に返信がなかったりとか、何回も申し上げても出席いただけ

ない方につきましは、今後どうしますかというようなことの意思表示をしていただきまして、会員から外れてい

ただいたというような経過もございます。その中で、今会員数につきましては、名古屋で６６名、関西では３２

名ということで会員数があります。なかなか会員数ふやすことが難しい状況ではございますけれども、口コミと

言いますか、参加者の中から、次入りませんかということの中で声かけをしていただきまして、会員数自体保て

る状態にはなっておりますので、そういったもの、また県の各関西事務所とか名古屋事務所等にもお願いしてお

りますので、そちらを使いまして掘り起こしをしていきたいと考えておりますのでお願いいたします。 

○永田公由委員 なくすというわけにはいかないと思うけれども、県人会もあるもので、その辺をうまく利用し

たりしてぜひ出てきてもらう。それで、関西・名古屋は隔年でしたか、毎年やっていますか。 

○経営戦略課長 毎年開催をしております。 

○永田公由委員 毎年やっている。 

○委員長 よろしいですか。 

○永田公由委員 いいです。続けていいですか。 

○委員長 はい。 

○永田公由委員 次のページ、７７ページの行政チャンネル業務委託料の関係でお聞きをしますが、せっかくつ

くったこの行政チャンネルがほとんど見られていないように感じますけれど、これを接続されている世帯という

のは何世帯くらいありますか。 

○経営戦略課長 本年７月１日現在で５，９１５世帯が見られる環境にあります。 

○永田公由委員 それで、これ議会中継もやっていただいているもので、本当は見てもらいたいんだけれども、

もう少しＰＲして、もっと見たくなるような番組編成、そういったことはできないわけですか。 

○経営戦略課長 今おっしゃいましたとおり、全部の世帯数でいきますと、塩尻市２万７，８１８世帯、テレビ

松本が入っているのが１万１，２６５世帯、今申し上げましたとおりテレビ松本のこの行政チャンネルが見られ

る世帯が５，９１５世帯という形になっております。ただ、この中でいきますと、セットボックスという別のも

のをつけないと今行政チャンネル見られないんですけれども、今テレビ松本と交渉はしているんですけれども、

できれば地上波、各チャンネルで言いますと１２チャンネルがテレビ松本チャンネルになっております。そちら

では何とかしてこちらの行政チャンネルを見られるような状況にならないかということも行っておりまして、そ

うなってきますと、そういったような別設置の専用チューナーを設ける必要なく見られるという状況にもなりま

すので、そういったことをすれば視聴する方もふえるのではないかというようなことで今調整をしております。 

○永田公由委員 今言われたように１２と１１がテレビ松本持っているんだよね。できればどっちかで本当に今
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経営戦略課長言われるように見られるようになれば視聴率も上がると思うので、その辺しっかり交渉してくださ

い。 

○委員長 ほかには。 

○山口恵子委員 ８３ページの塩尻市のＭＩＣＨＩＫＡＲＡ事業についてお聞きします。この事業は他市の議員

からもすごく評価が高くてとても注目をされているんですけれど、人材育成とかいろんな刺激を受けて、職員が

さらにレベルアップを目指していくという目的があると思うんですけれど、これまで事業化された内容が３歳児

健診の親の血液検査とか、そういったところがここで提案されたことが事業化されてきていると思うんですけれ

ど、ほかに何か事業化されたものがあるのかお聞きしたいと思います。 

〇地方創生推進課長 昨年決算なんですけれど、ことしまで５回開催をさせていただきました。今まで予算化さ

れているものは、一番は子育て支援のほうのやつが産業政策課で予算化されているのと、情報政策でＩＣＴ人材

育成に関するものの提案があったものが、これ予算化をされております。ただ、各テーマで提案のある中で全て

丸々事業化になったというものは基本的にそういうものがあるんですが、個別に部分的に取り上げている、今委

員がおっしゃったとおり部分的に採用されているものは幾つかあったりしているというふうに考えておりますし、

昨年の事例で言いますと、これ予算化まではいっていないんですが、商工会議所のほうが中小企業の事業承継の

部分のテーマを出したんですが、それは商工会議所独自で専門の事業者と連携をして、昨年から事業を進めてお

ります。それから、これは本当に小さいことなんですが、うちのテーマであった健康に関するところなんですが、

これは今、朝のラジオ体操、庁内的に全部取り上げ、その提案の中にあったことなんですけれども、実施をして

いるというようなことがあります。以上であります。 

○山口恵子委員 その事業化について、全てが提案が事業化できるものばかりではないのは私も承知しているん

ですけれど、市民にこのＭＩＣＨＩＫＡＲＡ事業をどうやってＰＲしていくのか、実際に事業化になって、市民

にとっても有益、市民益につながるものがあれば、私たちも説明しやすいんですが、その辺の今後の方向性も含

めてどのような形で取り組んでいきたいのか、いくのか、その辺についてお聞きします。 

〇地方創生推進課長 委員御指摘のとおり、ＭＩＣＨＩＫＡＲＡは３つの力という意味合いもありまして、その

うちの１つがまさに市民であるということであります。現状、当課としても、非常にやはり御指摘されていると

ころを危惧までいかないのですが、もうちょっと力を入れたいということで、その一環が昨年プラスということ

で、市役所以外の方がテーマオーナーになっていただいたということをやっております。それから、今までもそ

うなんですが、必ず市民のところへはヒアリングに行きますので、提案をいただいた後お礼も兼ねて必ずヒアリ

ングに行ったところには、市民の人たちにこういう提案がありましたということで各チームで行っているという

ふうに聞いていますが、これも各チームごとにお任せをしているような状態ではありますので。我々としても同

じ共通認識を持っておりますので、単に市長へのプレゼンがあった翌日の新聞だけではなくて、経時的に市のホ

ームページに載せるだとかというような工夫及びもう少し市民の人たちを集めて、逆に今度その場で提案内容に

ついてどうかとか、実際に事業化するまでの経過も市民の人たちに入ってもらうような工夫というものは、今後

していかなくてはいけないというふうに考えております。以上です。 

○山口恵子委員 実際に事業提案される前に、やはり現場調査を一生懸命やっていただいている様子もわかりま
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す。それで実際インタビューを受けた市民の皆さんは実感していると思うんです。ただ、それをどうやって伝え

ていくかというところが私自身も課題になっているので、ぜひまたよろしくお願いします。 

○永田公由委員 今のＭＩＣＨＩＫＡＲＡの関係で、プロジェクト推進委託料というのがチェンジウェーブとい

う会社へ出ていて、この説明だとプロジェクトチームの体制構築支援というような業務内容になっているんだけ

れど、具体的にはどういったことをしてもらっているわけですか。 

〇地方創生推進課長 チェンジウェーブのほうにはこのＭＩＣＨＩＫＡＲＡの設計全般ということをお願いし

ているのですが、具体的には、まず我々のほうの仕様書というものを職員つくるんですが、それが本当に的確に

課題の提案に結びつくかという専門的な見地のものを、去年でありますと全テーマを１回見ていただいておりま

す。それからチェンジウェーブのほうにお願いしているのは、参加企業のほうの募集、それから参加するチーム

員の、参加民間企業側でこういう人参加してくださいという手挙げをやるんですが、そこの目利きの部分をチェ

ンジウェーブのほうでお願いをしているということになります。それから、こちらへ来て２泊３日の合宿、それ

から１週間前のフィールドワークがあるんですが、そこでの各テーマへのアドバイス及びメンターというものを

やっていただいているものでございます。以上です。 

○永田公由委員 もう１点。８９ページの支所費、広丘支所の関係で、当初予算で備品購入費が載っているんだ

けれど、これが決算ではないんですが、どこか振りかえたわけですか、１，９５５万円。 

〇地方振興課長 備品購入費につきましては、広丘支所の、移転にかかわる備品を予算計上しておったわけなん

ですが、移転の期間が延びたものですから、決算には反映しない。 

○永田公由委員 繰り越したということですか。 

〇地方振興課長 はい。新年度に移しております。 

○永田公由委員 いいです。 

○委員長 ほかには。 

○議長 シティプロモーションのところ、８１ページですが、資料のほうで質問させていただきたいのですけれ

ど、資料の３６ページの上ですけれど、取り組み内容というところで、中ほどに子育て世代へのプロ-モーション

としてということで、中信三市で合同セミナー及びツアーなど計４回実施とありますが、どのような内容をされ

たのか、また、この中信三市で合同でやるということでどんな目的があったのか、その辺お聞かせください。 

〇地方創生推進課長 中信三市、答えが逆から言ってしまって大変申しわけございませんが、中信三市でやる目

的でございますが、やはり移住・定住を首都圏で行った場合に、ピンポイントで、例えば塩尻市といって来るパ

ターンは非常に少ないものですから、我々としては長野県に移住をしたいというターゲットも捉える形で、松本、

安曇野、塩尻市という形の中信三市ということで窓口を広げているというところが一つ特徴であります。それか

ら、実際に今まではセミナーを首都圏で開催して、そこで応答があって、その答えをしていたんですが、実際に

こっちに来ていろいろなものを見てもらわなければわからないだろうということで、各市で特徴的な施設を見て

回ることにしました。塩尻市の場合は、陽だまりの家の村上さんが実際に移住をしてきて塩尻で子育てを行って

いて、この地に定住をされているということなので、村上さんのところへ行っていただいて、いろいろ体験談を

お話を聞かせてもらったりということでやっています。松本と安曇野はまた違う観点で、ゲストハウスやられて
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いる方の家のところへ話を聞きに行ったりとかということをやって、工夫をして、実際にこっちに来て実際のこ

ちらの生活というものはどういうものかということを体験者から聞くということを実施しております。以上です。 

○議長 それから、その下の成果のところですけれど、ふるさと寄附ではということで、アクティブな子育て世

代をターゲットにとあるんですけれど、このアクティブな子育て世代というのはどういうことを言っていますか。 

○委員長 簡潔に。 

〇地方創生推進課長 他意は正直言ってありませんが、実はこのふるさと寄附は四十代、五十代の方々が多いと

いう傾向がありましたので、やはり本質でありますワインですとか木曽漆器、特にワインを振興したいがために

女性、子育て世代と書いてあるのでいけないんですけれど、二十代、三十代の女性をターゲットにしたいという

ことをここで言いたかっただけです。以上です。 

○議長 頑張っていただく内容についてはそれで頑張っていただきたいのですけれど、ちょっと表記について、

この３６ページもですけれど３７ページにかけても、横文字が、固有名詞は仕方ないと思うんですけれど、日本

語でもいいと思うような表記があって、そのほうが十分内容がわかると思いますので、その点ぜひわかりやすい

表現をお願いしたいと思いますが、どうですか。 

〇地方創生推進課長 全般的に肝に銘じて直しをします。 

○委員長 ほかにございますか。 

○永田公由委員 ７５ページの紙のタイムマシン活用事業、これ結構な枚数でやっているんだけれども、塩尻が

入れたことによって、どこかほかの自治体にも広がっていっているというような話もあるんだけれど、その辺把

握している範囲で、自治体なり民間企業なりでこれを導入したところはどこか。 

〇総務人事課長 今のところ把握しているところでは、先日松本市でクリーンセンターのほうに導入をしたとい

うことで、やはりそういう施設でもありますので、そういったところの相乗効果みたいなものも多分狙ったので

はないかなというふうに思っておりますけれども、松本市につきましては、塩尻のほうにも１回視察にお出でに

なっておりまして、それも何か参考にしていく中で導入をしたということで聞いております。 

○永田公由委員 ほかは。県外。 

〇総務人事課長 官公庁につきましては県庁ですとか、あと諏訪市、それから安曇野市、それから民間企業では

八十二銀行のほうへ導入しているということでございます。 

○永田公由委員 それを言わなければいけないわ。 

○委員長 いいですか。 

○永田公由委員 それで、古紙の量、もう少し出先とか多分支所とかそういった関係から集めなければいけない

と言っている、今も集めてはいるんでしょう。今は支所なんかはやっていないわけですか。 

〇総務人事課長 支所につきましては、やはり機密文書なんかもありますので、そういったものを持ち込む中で

利用させていただいておりますし、逆に使用につきましても、再生した紙につきましては、各支所等で持って行

っていただいたりとか、あと保育園、そういったころにも持って行っていただいて使っていただくようにしてお

ります。 

○委員長 よろしいですか。 
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○永田公由委員 いいです。もう１点。要は、決算説明資料の中で、増大させていかなればいけないと言ってい

るんだけれど、この課題についてはどういったことでこういったものを出されているわけですか、課題として。 

〇総務人事課長 やはり古紙が出ないと再生につながらないということもありますし、まずその前段階で、例え

ば庁内でいきますと、職員がしっかり分別をする中で古紙として回せるものは古紙へ回していただくというとこ

ろで、そこの分別をまずきちんとしていただくことによってそれが再生につながっていくという、そういった意

味合いで書かせていただいてございます。 

○永田公由委員 ありがとうございます。 

○委員長 よろしいですか。ほかには。ないようですので、９５ページまでにつきましては以上で終了といたし

ます。 

 続いて、歳出２款総務費１項１０目生活支援対策費９５ページから２款６項監査委員費１１５ページまで、ま

た、３款民生費１項８目国民健康保険総務費、９目後期高齢者医療運営費１２８、１２９ページ、及び４項国民

年金事務費１４４、１４５ページについて説明をお願いいたします。 

〇市民課長 それでは、引き続き決算書の９４、９５ページをお願いいたします。下の段になりますが、１０目

生活支援対策費についてですけれども、備考欄１つ目の白丸、嘱託員報酬につきましては、消費生活センターに

配置必須であります消費生活相談員と他文化共生担当のシチズンサポーター、現在はブラジル国籍のポルトガル

語のできる方ですけれども、この方の報酬などであります。そのうち、消費生活相談員につきましては、県から

１０分の１０の補助金が交付をされております。 

 次の白丸、消費・生活支援対策事業の主なものは、３つ目の黒ポツになりますが、法律・特設合同相談員謝礼

１１２万円余になりますけれども、年間３１回開催をした法律相談と１１月に開催をしました特設合同相談での

弁護士などへの謝礼になります。その２つ下の黒ポツになります。消耗品でありますけれども、特殊詐欺電話被

害防止対策機器を平成２８年度から毎年５０台ずつ購入をしておりまして、昨年度も５０台６９万円余で購入を

しております。塩尻警察署と連携をしまして、６５歳以上のみの世帯で構成する世帯を基本に貸し出しが必要な、

警察が判断した世帯に対して無料で貸し出しをしております。購入した５０台全てが平成３０年度中に設置をさ

れております。こちらも県の１０分の１０の補助金の対象となっております。 

 次のページになりますけれども、９６、９７ページの一番上の白丸、外国籍市民支援事業の２つ目の黒ポツで

ありますが、日本語講座委託料でありますが、２４万円でありますけれども、外国籍市民が基本的な日本語の習

得と日本文化、生活習慣を理解して市民との円滑な交流を推進するために日本語講座を開催しております。ボラ

ンティア団体であります楽しい日本語講座の方々に委託をしたものでありまして、昨年は年１６回日曜日に開催

をしておりまして、延べ２６４人の参加がありました。私からは以上です。 

〇総務人事課長 次に、１１目職員厚生費をお願いいたします。最初の白丸、嘱託医報酬３６万円につきまして

は、労働安全衛生法に基づきまして、従業員５０人以上の企業等につきましては産業医１人を配置することにな

っておりまして、田村内科医院の院長に委嘱をしていることから、その報酬となります。 

 次の白丸、職員健康管理・福利厚生費１，２６８万円余でございますが、まず５番目の黒ポツ、メンタルヘル

スカウンセリング委託料７２万円余につきましては、月２回、１回当たり５人の職員の定期、または随時のカウ
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ンセリングの委託料でございまして、ＮＰＯ法人長野県キャリア＆カウンセリング研究会に委託をしまして、産

業カウンセラーによる面談を実施しております。その下の黒ポツ、職員健康診断等委託料９０２万円余につきま

しては、循環器系健診、がん検診につきましては、長野県健康づくり事業団に委託、それから、ヘルススクリー

ニング健診につきましては、ＪＡ長野厚生連に委託をして実施した委託料となっております。その下の黒ポツ、

ストレスチェック調査分析業務委託料につきましては１０４万円余でございますけれども、労働安全衛生法の規

定によりまして、平成２７年１２月から年１回の実施が義務づけられておりますことから、その調査分析のため

の委託料となっております。本市のストレスチェックの実施状況につきましては、決算説明資料４３ページ下段

にございますので、参考にしていただきたいというふうに思っております。 

 それから次に、１２目職員研修費をお願いいたします。人材育成事業１，９１１万円余でございますけれども、

こちらは職員研修が主なものでございまして、詳細につきましては決算説明資料４４ページをごらんいただきた

いと思います。人材育成事業になります。取り組み内容としましては、一般研修、特別研修、派遣研修等１５０

の研修を実施をしまして、延べ３，０７５人が受講しております。特に「子育てしたくなるまち 日本一」プロ

ジェクト、「こどもの未来応援事業」としまして、職員としての主体性ですとか自己効力感を高めることを目的と

しまして、新規採用職員が児童館活動に参加をさせていただきました。この成果としましては、ありがとうの言

葉を子供たちから実際にもらうことによりまして、塩尻市役所経営理念を体感し、さらに意識を高めることにつ

ながったと考えております。２つ目の黒ポツ、特別旅費７８６万円余につきましては、各種派遣研修にかかわる

旅費で、この中には県等への派遣職員の研修分も含まれております。それから３つ下の黒ポツ、研修委託料３１

９万円余でございますが、これは外部から講師を招聘した研修会の委託料となっております。次の黒ポツ、職員

採用試験事務委託料１２０万円余につきましては、教養と専門分野の筆記試験を公益財団法人日本人事試験研究

センターに、それから適性検査につきましては、アドバンテッジインサイトに事務委託をした委託料となってお

ります。次の黒ポツ、人的資源管理計画調査委託料２９９万円余につきましては、平成３０年度からの新規事業

でありまして、時代の変化と行政課題に的確に対応できる人材を育成しつつ、それを適正に配置し、安定した自

治体経営を行うことができることによる生産性の高い組織の構築を目指す人的資源管理計画を策定するための基

礎資料となります全庁業務棚卸の調査分析のための委託料になっております。次の黒ポツ、会議出席負担金３５

６万円余につきましては、日本経営協会等専門の研究機関への派遣の負担金となっております。私からは以上で

ございます。 

○委員長 それでは、一旦ここで区切らせていただいて、午後１時の再開としたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

午前１１時５９分 休憩 

――――――――――― 

         午後１２時５６分 再開 

○委員長 それでは、時間前ですが、少し押していますので、休憩を解いて再開をいたします。 

 それでは、引き続いての説明をお願いいたしますが、９６、９７ページ、１３目防災防犯費からお願いいたしま

す。 
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○危機管理課長 それでは、９６、９７ページをお願いいたします。１３目防災防犯費のうち、上から２番目の白

丸、防災防犯費、防災防犯諸経費１，６１０万円余の主なものつきまして御説明をいたします。 

 ページをめくっていただきまして、９８、９９ページをお願いいたします。一番上の黒ポツ、ハザードマップ作

成委託料４１５万円余につきましては、平成２８年度に行いました防災アセスメント調査の被害想定調査等の結果

を反映しまして、ため池の浸水想定や液状化マップ等を追加し、作成したものでございます。このハザードマップ

につきましては、市内全世帯に配付するとともに、危険箇所や災害時にとるべき行動などを、市民の皆さんに周知、

徹底を図るために今年度、各区を対象にいたしまして説明会を開催してございます。現在３７の区で実施済みとな

っております。その下の黒ポツ、被災者支援システムサーバー等使用料１２９万円余につきましては、大規模災害

時における被災者情報、被災家屋情報等を一元管理いたしまして、罹災証明書の早期発行等も可能となるシステム

サーバーの使用料でございます。２つ下の黒ポツ、備品購入費１４６万円余につきましては、指定避難所でありま

す吉田西防災コミュニティセンターの備蓄倉庫用の備品の購入費であります。投光器つき発電機、ワンタッチパー

テーション、プライベートルームなど１６品目、１９１点を購入したものでございます。３つ下の黒ポツ、訓練交

付金３８万円余につきましては、地区、区ごとに防災訓練費等に要しました経費の２分の１、最大２万円を交付し

たものでございまして、１７件分でございます。地区としてまとまって開催した分もございますので、区の数に直

しますと、３９の区に対しまして交付してございます。その下の黒ポツ、資機材等補助金１２２万円余につきまし

ては、自衛消防隊や自主防災組織への補助金１９件分でありまして、発電機、ヘルメット、はっぴ、投光器、拡声

器等の資材の購入費用でございます。その下の黒ポツ、長野県総合防災訓練負担金３３７万円余でございますが、

昨年の１０月２１日に塩尻市中央スポーツ公園を主会場といたしまして、大規模に開催されました長野県総合防災

訓練実行委員会への負担金であります。会場の設営費や運営費などが主なものでございます。当日は１３４の関係

団体、約２，５００名の参加者がありまして、災害時に即応できる体制の確立と、広く防災意識の普及、啓発がで

きたものと考えております。 

 次の白丸、防災施設・設備等整備事業４，０８４万円余のうち、８つ目の黒ポツ、防災行政無線保守点検管理委

託料１，３１４万円余につきましては、同報系防災行政無線の保守点検と移動系防災行政無線の保守点検の管理委

託料でございます。その２つ下の黒ポツ、気象観測装置検定委託料１９８万円余ですが、現在市内１１カ所で雨量

などの気象観測を行っております。その観測装置のうち、記載の４カ所につきまして、５年に１回の法律に基づく

検定業務を行ったものでございます。その下の黒ポツ、デジタル同報系防災行政無線実施設計委託料８１６万円余

につきましては、現在楢川地区のアナログ式防災行政無線が令和４年に免許が無効となってしまうということから

楢川支所の移転に合わせまして、今年度デジタル式更新工事をするための実施設計委託料でございます。その５つ

下の黒ポツ、防災行政無線工事３７１万円余ですが、吉田小学校へ移動系防災行政無線の半固定局を設置した工事

費と下小曽部、旧原口教員住宅に設置してありました屋外拡声子局、こちらの用地の売却に伴いまして、隣接する

原口集会場敷地へ移設した工事費が主なものでございます。私からは以上です。 

○選挙管理・監査・公平委員会事務局長 それでは、決算書１０２ページ、１０３ページをお願いいたします。２

款１項１５目公平委員会費でございます。備考欄白丸、公平委員会運営事務諸経費３５万４，０００円余でござい

ますけれども、平成３０年度は公平委員会に対して、職員の勤務条件に関する措置要求、職員に対する利益処分に
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関する審査請求等ございませんでしたので、一番上の黒ポツ及び下から２つ目の黒ポツのように、公平委員会の決

められた会議が２回、また、会議出席の負担金が主なものでございます。以上です。 

○税務課長 続きまして、２項徴税費２目賦課徴収費をお願いいたします。備考欄最初の賦課事務諸経費９，２７

０万円余について主な内容を説明申し上げます。５つ目の印刷製本費１５９万円余は、市県民税の申告書を事業所

に送付する特別徴収のしおりのほか、郵送用封筒等の印刷代でございます。一番下の軽自申告書取扱委託料１５９

万円余は、異動があった車両の情報提供を受けます地方公共団体情報システム機構への委託料、それと、長野県市

長会へ委託している軽自動車登録情報に関する電子データの作成委託料でございます。 

１０５ページをお願いいたします。一番上のパンチオペレート業務委託料４７７万円余は、企業等から紙ベース

で提出を受けた給与支払報告書、年金支払報告書、償却資産申告書のデータのパンチ入力の委託料となっておりま

す。 

次のｅＬＴＡＸ関連業務委託料３４０万円余でございます。まずｅＬＴＡＸについて御説明を申し上げますと、

このシステムは地方税における手続につきまして、インターネットを利用して、電子的に行うシステムでございま

す。法人市民税に関しては、中間、確定、修正の各申告書、個人住民税に関しては、給与支払報告書及び特別徴収

対象者の異動届けの申請、公的年金支払報告書の受領、固定資産税に関しましては、償却資産の申告書、また税務

署へ提出された確定申告書の情報につきましても、国税連携機能により取り込むができるものとなっております。

この一連の業務に対して、本市の基幹システムとの連携の運用管理をｅＬＴＡＸサポート事業者に委託したもので

ございます。 

次の納付書作成等業務委託料９３３万円余は市県民税、固定資産税、軽自動車税の納税通知書の作成に関して専

用紙の印刷から出力、封入封緘までを委託したものであります。２つ下の税システム使用料２，７１０万円余は税

務関係の基幹システム使用料となっており、情報政策課からの指示額となっております。３つ下の家屋評価用パソ

コン使用料１５５万円余は新築家屋等の評価を行ったデータをもとに評価額を算出するシステムのハード及びソ

フトの使用料であります。２つ下の市県民税申告課税業務支援システム使用料４５１万円余は、確定申告時におけ

る申告書の作成を支援するシステムで、申告内容のチェックを行うと同時に市県民税の課税にかかわるデータを蓄

積するシステムのハード及びソフトの使用料となっております。２つ下の地方税電子化協議会負担金１２５万円余

ですが、地方税電子化協議会はｅＬＴＡＸの開発及び安定的な運営を目的として、平成１５年８月に設立された一

般社団法人で、全国の全ての都道府県及び市町村が加入している団体であり、この団体の運営等に係る負担金とし

て本市に課せられたものでございます。算出基準につきましては、人口、税収、納税義務者数からとなっておりま

す。４つ下の市税還付金２，９１７万円余は、前年度以前の収入として処理された税金のうち、３０年度中に行わ

れました法人市民税の確定申告に基づき、予定納税分が課題となった場合の還付、また、国税である個人所得税及

び法人税にかかわる更正請求に伴いまして波及を受けた、個人市県民税及び法人市民税の還付額となっております。

また、固定資産税に関しましては、所有権の移転漏れ、償却資産の修正申告分、家屋の滅失漏れ等の還付等でござ

います。 

続きまして、２つ下になりますが、次の事業、固定資産評価替等対応事業２，０５８万円余は平成３１年度の課

税に向け実施した各種調査、資料作成の委託料と土地価格の鑑定のための委託料でございます。 
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備考欄最初の評価替等対応事業委託料１，７２８万円は、土地家屋の経年異動更新、データ入れかえ、構図デー

タ更新、土地の地目判読調査、未特定家屋調査等の委託料でございます。次の標準宅地不動産鑑定委託料３３０万

円余は地下の下落状況を判断するために、毎年実施する７月１日現在の市内標準宅地２２９地点について、簡易鑑

定を不動産鑑定士により行った委託料でございます。 

次の事業、徴収事務諸経費２，６９１万円余についてでございます。６つ下の印刷製本費１８７万円余ですが、

再発行納付書、督促状、再振替通知書及び発送用の封筒が主なものでございます。次に５つ下の口座振替等手数料

５６０万円余は、市税の収納に当たっての口座振替手数料、１件１０円や金融機関窓口の納付による収納手数料、

１件３０円、コンビニ収納取扱手数料１件６０円、これに消費税を加算した額を旧収納課分として金融機関に支払

ったものでございます。次に７つ下の滞納管理システム使用料７３４万円余は、分納計画差し押さえ調書の作成な

ど、基幹系システムと連携して滞納整理に特化したシステムの使用料となっております。次の収納管理システム使

用料２３４万円余は基幹システムの使用料で、情報政策課からの指示額でございます。３つ下の地方税滞納整理機

構負担金３５６万円余につきましては、大口困難案件の滞納整理を専門として行う長野県地方税滞納整理機構への

滞納事案を移管して徴収するもので、その負担金として支払ったものでございます。この滞納整理機構による本市

の徴収実績につきましては、国保税を含めた移管額が３，７３４万円余であったのに対し、徴収額が１，８２９万

円余で、収納率は４８．９９％となり、大口困難案件の徴収としては非常に高い収納率となりました。なお滞納整

理機構の市町村全体の収納率は３７．５％でございました。負担金につきましては、３つの要素で構成されており

ます。１つ目は基本負担金、２つ目は徴収実績割、３つ目が処理件数割となっております。１つ目の基本負担金は

一律５万円、２つ目の徴収実績割は前々年度の徴収実績の１０％となっており、平成３０年度につきましては、平

成２８年度の実績をもとに１４８万８，０００円、３つ目の処理件数割は１件当たり１０万２，０００円となって

おり、本市は２５件移管しておりますので、２５５万円、合計４０８万８，０００円を負担いたしましたが、機構

から構成団体負担金の決算見込みによる精算額で、５２万４，０００円戻りましたため、決算額が３５６万４，０

００円となったものでございます。私からは以上でございます。 

○市民課長 それではその下、３項１目戸籍住民基本台帳費についての主なものでありますけれども、ページをめ

くっていただきまして、１０６、１０７ページになります。上から２つ目の白丸、戸籍住民基本台帳事務諸経費の

１０個目の黒ポツになりますけれども、戸籍システム保守委託料３３２万円余を初め、住民記録システム、戸籍シ

ステム、住基ネットワークシステムなどの保守委託料や使用料などでございます。その２つ下の黒ポツ、住基シス

テム業務委託料５２４万円余の内訳は、住民票やマイナンバーカードの氏名欄に旧姓、旧氏を併記するための改修

が４８１万円余、印鑑証明書から性別を除く改修が４３万円余となっております。次に本市ではマイナンバーカー

ドを利用して、全国のコンビニエンスストアで住民票の写し等が取得できるサービスを平成３０年１月から開始し

ておりますけれども、下から１２番目になりますけれども、黒ポツ、コンビニ交付委託料とあります。１０万円余

とありますけれども、コンビニエンスストアで証明書を取得された際にコンビニエンスストアへ支払う委託料で、

証明書１件当たり１１５円の手数料を払うということになっております。平成３０年度コンビニエンスストアで９

４８件の取得がありましたので、その手数料となります。その下の黒ポツ、コンビニ交付システム保守委託料４９

５万円余は１年間のシステム保守費用であります。下から２つ目の黒ポツ、個人番号カード交付事業交付金５２６
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万円余は、個人番号カードの作成事務等を法令に基づいて、地方公共団体情報システム機構に委託をしており、こ

ちらに要した費用を同機構に交付したもので、１０分の１０の国庫補助がございます。一番下の黒ポツになります

が、地方公共団体情報システム機構負担金２７０万円は、コンビニ交付の証明センターに係る年間の負担金であり

ます。なお、これらのコンビニ交付システムの導入と運用に要した費用の２分の１は導入から３年間は特別交付税

で手当てされることとなっております。私からは以上です。 

○選挙管理・監査・公平委員会事務局長 続きまして、４項選挙費１目選挙管理委員会費でございます。２つ目の

備考欄、委員会運営等事務費でございますけれども、主なもの、１つ目の黒ポツに選挙管理委員会委員報酬４人分

の報酬でございます。２つ目ですが、退職委員記念品代ということで、４年間の任期で昨年の１０月１２日の任期

で新規の委員さんになりましたことから、退職記念品を払ったものでございます。また、下から２つ目の黒ポツ、

選挙システム使用料でございますが、選挙人名簿を管理しているシステム、サーバーのシステム使用料となります

ので、よろしくお願いします。 

続きまして、１０８、１０９ページをお願いいたします。選挙管理委員会の方々のそれぞれの会議の出席の負担

金、分担金等になっておりますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、２目の選挙啓発費でございます。選挙への関心を高めるための費用ということでございまして、選

挙啓発事務費６６万１，０００円余でございますが、１つ目の黒ポツ、選挙ポスター表彰記念品代につきましては、

小中学生の皆さんに夏休みに選挙のポスターを書いていただいた記念品でございます。９校４００人の方から御応

募をいただいたものでございます。また、消耗品、印刷製本につきましては、平成２８年から１８歳に選挙権が引

き下げられたことから、中信４市で申し合わせで行っております蛍光ペンの啓発ペン等の購入でございますし、印

刷製本につきましては、成人式が終わった後、写真を撮るんですが、その写真をそれぞれの個人に送る際に一緒に

立会人の募集チラシを入れていただきまして、立会人といったこともできますという啓発をしているものでござい

まして、昨年１人ではございましたが、このチラシから立会人の申し込みがあったものでございます。 

 続きまして、３目県知事選挙費でございます。８月５日執行となりました長野県知事選挙でございますが、投票

率３９．６％、前回比プラスの０．２４％でございましたが、それぞれ公職選挙法に基づく人と物にかかわるお金、

執行経費でございます。特に長野県知事選挙につきましては、２週間という期日前が長い期間でございますので、

特に人に一番お金がかかっている選挙でございますし、県の委託料でほぼ１００％、県からお金をいただいた選挙

経費でございますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、４目県議会議員選挙費でございます。平成３１年４月７日執行でございますが、告示日が３月２９

日だったことから、期日前の３月３０日、３１日、またページをめくっていただきまして、１１０ページ、１１１

ページにもございますが、３月中に準備をしておきます平成３０年度分の県議会議員の選挙費ということで決算書

にありまして、平成３１年もありますので、少し費用が少ない中での決算ということになりますので、よろしくお

願いいたします。 

続きまして、５目市長選挙費でございます。昨年９月２３日に執行、投票率４６．２６％、前回比５．９の増と

いうことで、市長選挙を行った経費でございます。特に県、国と違いまして市の単独選挙になりますので、市で用

意する物品等がふえるわけでございます。投票用紙、選挙運動用ビラ、証紙シール、懸垂幕、桃太郎旗等、全て市
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で用意するものについては、県や国の選挙より物について費用が多くかかっているものでございます。また、一番

最後の黒ポツ、選挙運動公営費負担金でございますが、これにつきましては、条例に基づきまして選挙運動の費用

の一部を負担するということで、かかっている費用でございますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、６目市議会議員補欠選挙でございます。市議会議員１名の欠員に伴いまして、市長選挙と同じ９月

２３日に執行を予定したものでございますが、定数１名に対して、立候補者１名であったことから、無投票という

形にはなりましたが、あくまで今の公職選挙法では、その無投票であってもこれだけの経費がかかるという必要な

ものを行った事務経費でございますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、１１２ページ、１１３ページをお願いいたします。７目市議会議員選挙費でございます。先ほどの

県議会議員選挙と同じで、平成３１年４月２１日の執行の市議会議員の選挙に伴います平成３０年度分の印刷製本

費でございますが、これについては、４月１日号の広報しおじりに折り込んだ広報選挙の印刷製本費になりますの

で、よろしくお願いいたします。私からは以上です。 

○経営戦略課長 では、続きまして５項統計調査費になります。１目統計調査総務費の備考欄の２つ目の白丸、統

計調査諸経費４２万７，０００円余の３つ目の黒ポツ、印刷製本費２８万３，０００円余につきましては、統計し

おじりの発行経費となっております。 

続いて２目基幹統計調査費の備考欄の白丸、基幹統計調査諸経費４６７万２，０００円余につきましては、学校

基本調査、工業統計調査及び住宅土地統計調査の実地調査に係る経費となっております。私からは以上です。 

○選挙管理・監査・公平委員会事務局長 続きまして、６項監査委員費１目監査委員費でございます。２つ目の白

丸、監査事務諸経費でございます。４５８万１，０００円余でございますが、主なもの１つ目の黒ポツ、監査委員

報酬３人分でございます。主なものとしては、毎年の例月出納検査、年１回の決算審査、定期監査等を行ってもら

っているものでございます。 

ページめくっていただきまして、１１４、１１５ページでございますけれども、それぞれ監査委員の会議出席負

担金等に係る諸経費でございますので、よろしくお願いいたします。私からは以上になります。 

○市民課長 それでは、ページが少し飛びますけれども、１２８、１２９ページへお願いいたします。こちら中段、

社会福祉費の８目国民健康保健総務費では備考欄の３つ目の白丸であります、国民健康保健事業特別会計繰出金は

保険基盤安定負担金繰出金の保険税軽減分２億７５９万円余を初め、法の規定によるもので、合計４億１，８００

万円余を国保特会へ繰り出しをしております。 

 次の９目後期高齢者医療運営費では備考欄の最初の白丸、後期高齢者医療広域連合負担金は、事務費と医療費に

係る負担金で、５億５，５１４万円余を広域連合へ支出しました。 

その下の白丸、後期高齢者医療事業特別会計繰出金は、事務費と保険料軽減分で、１億４，８６７万円余を後期

高齢者特会へ繰り出しをしたものです。 

 続いてまたページが飛びますけれども、１４４、１４５ページをお願いいたします。こちら中段、４項１目国民

年金事務費については、法定受託事務としての人件費と事務諸経費をそれぞれ支出したものでございます。 

備考欄３つ目の白丸、国民年金事務諸経費の下から３つ目の黒ポツ、税情報等システム改修委託料は、年金生活

者支援給付金制度及び産前産後保険料免除制度への対応として、９５万円余で国民年金システムの改修を行ったも
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ので、一番下の黒ポツはそのシステムの使用料１６６万円余になります。説明は以上になります。 

○委員長 ありがとうございました。それでは、説明を受けた１４５ページまでについて質疑を行います。委員の

皆さんから質問等ありましたらお願いいたします。 

○副委員長 ９７ページをお願いいたします。決算説明資料の４３ページにあります職員健康管理・福利厚生費の

ところのメンタルヘルスについてお聞きしたいと思いますけれども、これは、義務化になったわけですけれども、

受検者９４６人で９４．１％の受診率ですが、残りの５．９％の方というのは義務化になったんですけれども、ど

のような状況にあるかということと、高ストレスと判断された職員７６人、産業医の面接をお受けいただいていな

いんですね、課題のほうを見ると。産業医には差し支えなかったら、どこの先生をお願いしているのかお聞きでき

ればと思いますが、お願いいたします。 

○総務人事課長 ただいまのストレスチェックの受検者が９４．１％ということで、残りの職員については受検を

しなかったという形になっております。それから、高ストレスと判断された職員が７６人ということでありまして、

こちらメンタルヘルスカウンセリングの産業医の先生につきましては、田村内科医院の先生をお願いしてございま

す。 

○副委員長 受検しなかった方の理由というのはどういうことなんでしょうか。義務化だから１００％近く受検し

てもいいと理解しているんですけれども。 

○総務人事課長 こちらの方法としましては、まずグループウェアを使える職員はネットを使って受検をいたしま

す。それから外部の職員でグループウェアとかネット環境にない職員につきましては、ペーパーで受検をしていた

だくことになっております。一応、全員に御案内をしまして、結果をお送りするような形になるんですけれども、

その中でもやはり受検をしていない方がいらっしゃいまして、その方に再度、受検ということでお話をさせていた

だきましたが、それでも受検をしていただけなかった職員が少しいるというような形でございます。 

○委員長 いいですか。 

○副委員長 はい。それともう１点、７６人の方全員には先ほどの説明で、月２回、１日５人のカウンセリングを

実施していらっしゃるということでしたけれども、７６名の方はそのように御自分から拒否なさらずにカウンセリ

ングを受けていらっしゃるということで、よろしいでしょうか。 

○総務人事課長 こちらのメンタルヘルスカウンセリングの御案内を７６人の方にいたしましたけれども、実はそ

の中で実際にメンタルヘルスカウンセリングを受けた方は４人ということでございます。 

○副委員長 最後に、その７６人の中で、職場環境に合わなかったということで、御本人の希望で異動されている

方はいらっしゃるんでしょうか。 

○総務人事課長 特に職場環境といったことが理由で異動になっている職員はございません。 

○副委員長 これ、ストレスチェックって非常に大事だということで、義務化になったわけですので、今の７６人

のうち４名だけというのは、ちょっと市役所にとっては不思議な数字だなと思いますので、ぜひ多くの方が利用さ

れてやはり御自分の精神的な健康というのはしっかりと守っていくっていうことを、人事課としてぜひ啓発をお願

いしたいと思います。 

○総務人事課長 委員おっしゃるとおり、せっかくこういう制度ございますし、やはり必要に応じて制度化された
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ということでございますので、これをしっかり活用していただく中で御自身のメンタルについてもきちんと向き合

っていただくような啓発を今後ともしっかり行ってまいりたいというふうに思っております。 

○委員長 ほかに。 

○山口恵子委員 ７６人、やはりその後のケアが必要ですよという結果が出たにもかかわらず、４人というのは余

りにも少なすぎてびっくりしたんですけれど、やはり早目に手を打って、専門家に相談していただくことが症状の

悪化を防ぐっていう、とても大事なことだと思うんですけれど、受けられなかった理由みたいなものは把握されて

いますか。例えば職場環境が忙しくて、その時間がとれなかったとか、そういうことがあってはいけないような気

がするんですけど、いかがでしょうか。 

○総務人事課長 いろいろな御事情があるかと思いますけれども、やはり一番多いのは、それぞれの御自身の判断

で、受検をされなかったっていうことがあると思います。ただ、今、議員さんがおっしゃるとおり、芽の小さいう

ちにそういう状況をしっかり把握をして、御案内をするっていうことが必要かと思っておりますので、今後ともし

っかりその辺の周知を図ってまいりたいというふうに思っております。 

○委員長 ほかに。 

○永田公由委員 ９５ページの生活支援対策費の関係で、いわゆる振り込め詐欺とか特殊詐欺防止のための電話機

の無料貸し出し、設置総数１５０世帯ということですが、これはどういう手続をすればいいですか。 

○市民課長 こちら、うちの窓口なり警察なりに相談があるんですけれども、警察のほうで最終的に判断をしてい

ただいて、つけるという要否を判定しますので、うちに相談来たものも全て警察のほうへ御相談に電話なりをして

いただいて、判断をしていただいて取りつけをしていただくっていう形になります。 

○永田公由委員 どういった機械なんですか、その取りつける機械というのは。 

○市民課長 この機械は電話が鳴ると、まず、かかってきたこの電話については録音をしています、という形を発

します。その後、録音が始まりまして、そのお宅の方とお話ができるような形になっております。大概、録音をし

ていますという時点で切れるっていうケースが大半ですので、一応、この機械を基本的には必要がなくなるまで無

料でお貸しするっていう形になります。 

○永田公由委員 そうすると、誰でも高齢者ならいいっていうものではないんだね。 

○市民課長 警察のほうでどういう最終的に判断をするかはあるんですけれども、一応、基本的にはひとり暮らし

を優先をして、なおかつ６５歳以上で構成をしている世帯で、やはりこの御家庭はお二人なんだけれども、やはり

この機械が必要だなって判断をしていただいた方、その世帯につけさせていただいています。 

○永田公由委員 これは、もし個人で買うとしたら、幾らくらいですか。 

○市民課長 この機械ですと、１台、１万２，８００円になります。 

○永田公由委員 市内で、特殊詐欺でお金をだまし取られたっていうのは平成３０年度で何件くらいありますか。 

○市民課長 市内と言いますか、要は塩尻警察署管内っていうふうになってしまうんですけれども、こちらが昨年

は４件で３６８万円余りになります。ちなみにその前の平成２９年になりますと、６７１万円っていう被害が起き

ております。 

○永田公由委員 わかりました。何で聞いたかっていうと、敬老会とかそういうときに行ったときに、本当に塩尻
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で被害あるだかい、とこういうふうに言われるんですよね。それで、もう、引っかかった人いるよって言って、話

をすると納得されるんだけど、やはり一番高齢者の人たちが最初にびっくりしちゃうのは、塩尻警察署ですって言

われると、もう、それでだめなんだよね。だから、やはり詐欺集団のほうもいろいろ考えていてやっているので、

電話のこういったのとか、留守電にするとかっていういろいろな対策をやっているんだけども、何しろ１回電話に

出ちゃって、もう話をすると引っかかっちゃうと、こういう感じの話をされるんだよね、高齢者の皆さんね。だか

ら電話機の無料貸し出しっていうのはできるだけ幅広くやってもらうように、ぜひ、お願いします。 

○委員長 ほかには。 

○山口恵子委員 ９９ページの防災行政無線についてお聞きしたいと思います。放送される内容は行方不明者のこ

ととか、消費者生活センターのこととか、熊とか豚コレラとか、多岐にわたるわけですけれど、先日桔梗荘で夜間

防災訓練がありまして、周辺の地域住民の方が避難訓練に一緒に参加されたわけなんです。桔梗荘１２０人の入所

で５人の職員と１人の警備員で、６人だけで夜間１２０人の入居者さん、それも介護３以上の方のケアというか、

支援をしていかなければいけないので、夜間の災害、火事とか地震の場合は住民の協力が必要だということで、本

当に近隣の住民の方が毎年一緒に訓練をしているんですね。その中で住民の方から質問をいただいたんですけれど、

桔梗荘に災害があったときには桔梗荘の建物の中ではサイレンが鳴ったり、火事です、火事ですっていう放送があ

るんですけれど、地域住民は災害のときに協定を結んでいるんですが、住宅が密集していないので、協定結んでい

る常会の方まで放送が全然聞こえないんですね。そのときに桔梗荘の敷地の中にある防災行政無線が放送してくれ

るんですかって住民から問い合わせがあったんですけれど、そういった場合、防災行政無線は対応をしていただけ

るのか、するようになっているのか、その点についてお聞きしたいんですが。 

○危機管理課長 防災行政無線の屋外子局につきましては、統制台のほうで一応、地区ごとには区別できるんです

が、ごく狭い地域でありますと、統制台のほうでは、切りかえができないと言いますか、絞り込むことができない

ようになっております。ただし、そのスピーカー、子局の下でマイクがついていまして、ボックスがありまして、

そこも鍵を開けるようになっていますが、そこの鍵を開けていただきますと、マイクがついておりまして、その子

局だけを放送かけるということが可能になっております。それで、その鍵につきましては、各区長さんのほうに行

っておりまして、各区長さんのほうで管理をしていただいております。それで、毎年４月過ぎに区長さん等かわり

ますので、各地区の区長会のほうに出かけていきまして、そこら辺の取り扱い説明、そちらのほうも危機管理課の

ほうで行っているという状況です。 

○山口恵子委員 郷原区内にも何カ所か防災行政無線はありますけれども、その郷原の１１常会と１３常会が昨年

の防災訓練で消防署のほうから指摘を受けて、住民と協定を結んだほうがいいということで、今回協定を結んで、

そういった災害対応をしているわけなんですね。それなので、やはり、住民の皆さんも協力体制でいますので、何

かあった時に対応ができるように、知りませんでしたと言うと、やはり、お互いによくないと思いますので、また、

桔梗荘は松塩筑木曽老人福祉施設組合で塩尻市が事務局になっているので、その辺ちょっと連携をとっていただい

て、きちんとした消防署の指摘されたことが実行性があるような対応になるようにしっかり検討をしていただきた

いと思います。 

○横沢英一委員 ９９ページの防災施設の関係ですが、土中水分量の情報システムサーバー等の管理委託料という
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ことになっていますが、たしか設置して３年ぐらいになると思いまして、成果がどんなふうになっているのかなと

いうふうに思います。特に最近は降雨量も多くなってきているものですから、やはり、こういうことの調査をやっ

ていれば安心なのかなとも思っているものですから、そこら辺の成果の部分を教えていただきたいと思いますがお

願いします。 

○危機管課長 土中水分量の情報システムにつきましては、信州大学、静岡大学、岡山大学、それと本市の情報推

進課のほうと共同研究によりまして開発、システムを構築したところでございます。それで、平成２９年度に土砂

災害危険箇所が多い箇所ということで、楢川地区３カ所に設置をしております。具体的にはこちらから言いますと、

国道沿いの食堂ＳＳさんの南側の斜面、それと楢川小学校の国道を挟んだ東側の斜面、それと奈良井のほうは鎮神

社、ちょっと外れになりますが、そちらの北側の斜面、そこの３カ所に設置をしてございます。 

それで、センサーにつきましては、１メートルの深さまで２０センチごとにセンサーがついておりまして、その

センサーによりまして土中の中の有効飽和度ということで、土の粒の間にどのくらい水が占めているかという飽和

度の測定と、その土の中にどのくらいの水がしみ込んでおるかという浸透量が測定しておりまして、それが市の子

ども見守りネットワーク、こちらを通じまして情報プラザのサーバーのほうに常時送られてきておるという状況で

あります。危機管理課のほうとしまして、大雨警報等出た場合につきましては、常時それを監視しておりまして、

避難情報の発令等の判断基準の材料としておるところであります。 

それで、その活用の成果というところなんですが、昨年７月５日でしたか楢川地区に土砂災害警戒情報が発表さ

れまして、そのときもそちらのほう、データのほうを常時監視しておったわけなんですが、有効飽和度につきまし

ては、１というのがもう満杯という状況なんですが、その０．９あたりがちょっと危険水域だということでなって

おりまして、０．７近くまで上がっておったという状況でありましたので、そちらのほうのデータとあと気象台の

情報等合わせる中で、市としても避難準備情報、こういったものを発令したということであります。今後もこのシ

ステムの有効性、そういったものを確認しながら、また避難情報等の発令の判断の一つの基準として活用を図って

まいりたいと思っております。 

○横沢英一委員 懇切丁寧にありがとうございました。要はボーダーラインというのが非常に難しいところだと思

うんですが、さっき、０．９とか言っていましたよね。だけど、そこら辺は明確に０．９とかという数字になって

いるわけなんでしょうか。それと市内以外でもどこか広島のほうもちょっとつけたというようなことを聞いたので

すが、そんなようなことで拡大しているんでしょうか。調査の関係で。 

○危機管課長 基準につきましては、平成２４年からですかね、北小野の勝弦で実証実験をやる中で、先生方のと

ころで有効飽和度につきましては、０．９というラインが、それを超えると危険ですよということで設定していた

だいた基準です。ですので、一応それを基準として、うちのほうは見ておるという状況です。広島のほうの設置状

況というのは、ちょっと私はまだ存じておりませんので、済みません。 

○情報政策課長 ちょっと補足ですけれども、国内の事例はちょっとあれなんですけれども、現在、センサーの機

器と国で設定しています防災に強い無線ネットワークをセットにして、スリランカに輸出しているというお話は聞

いております。 

○委員長 よろしいですか。 
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○横沢英一委員 はい。 

○委員長 ほかには。よろしいですか。それでは、１４５ページまでは以上で終了することといたします。 

次に進みます。歳出４款衛生費１項５目環境衛生費１５２ページから３項上水道費１６５ページまで、また、９

款消防費２１０ページから２１５ページまで、１２款公債費、１３款予備費２６８ページから２６９ページまで、

及び財産に関する調書３６７ページからの説明を求めます。 

○生活環境課長 それでは私から、歳出１５２、１５３ページ、５目環境衛生費から主な内容について説明申し上

げます。なお、主要事業の取り組み内容、成果につきましては、別添の決済説明資料７７ページからとなりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、右側の備考欄の１番下の丸、花による美しい環境づくり事業１７６万円余りでございますけれども、

各区及び公共施設の花壇に花苗７種類４万５，０００本余りを配布しまして、市民の皆さんとの共同で花による景

観づくりを支援いたしました。 

 次のページ１５５ページをお願いいたします。１番上の丸、「クリーン塩尻」推進事業５５万円余りでございま

すが、「クリーン塩尻」推進連絡会議によりますエコ・ウォーク「クリーン塩尻」大作戦が主なものでございます。

歩いての清掃活動に合わせて身の回りに生息している外来植物を駆除しながら行いました。１番下の黒ポツ、「ク

リーン塩尻」推進連絡会議補助金２９万円余りでございますが、この団体に交付した補助金でございます。この推

進連絡会議では、クリーン塩尻パートナー制度、いわゆるアダプト制度を運用しての活動を展開する市民団体や企

業等の加入促進をしており、前年度より３団体企業がふえまして、本年３月までに４９団体が登録されております。

市民の皆さんによる自主的な美化活動を支援いたしました。 

 次の丸、廃棄物不法投棄防止対策事業７４３万円余りでございますが、不法投棄された廃棄物の処理、処分、道

路等で事故に遭った犬猫等の死骸やポイ捨て等のごみの処理にかかわった経費でございます。これによりまして、

不法投棄の防止を一層進めているものでございます。具体的には道路、河川、山等の定期的なパトロールを実施し

ておりまして、国道沿線等のポイ捨てごみの回収をシルバー人材センターに、河川や林道等の不法投棄のごみ回収

をＮＰＯ法人に委託しまして、不法投棄やポイ捨て等がされにくいきれいな環境づくりを維持しているものでござ

います。昨年度は可燃ごみ、不燃物のいずれも前年度よりも大幅に減少になっています。また、この事業では不法

投棄の常習箇所等に監視カメラを設置しまして、そこに映ったものがあれば、また、不法投棄の内容物から所有者

が特定できましたら、塩尻警察署等に通報しまして、不法投棄の犯罪防止に努めているところでございます。 

 次の丸、公衆衛生施設管理等事業費６３万円余りでございますが、市内の公衆トイレにかかわる事業でございま

す。当課の所管するトイレは、大門一番町の末広公園内と町区の宮本町のバス停の２カ所でございます。 

 次の次の丸、地区衛生推進事業９３６万円余りでございますが、春、秋の一斉清掃などの地区清掃活動やごみス

テーションの管理等に対する支援対策事業でございます。最初の黒ポツ、衛生部長謝礼２６３万円余りでございま

すが、各区の衛生部長さんに均等割と戸数割により支出したものでございます。４つ目の黒ポツ、環境衛生活動委

託料５２４万円余りでございますが、ごみの分別やごみステーションの管理などの指導、それから、各種環境衛生

にかかわるチラシや文書の配布に対する経費として、地区衛生協議会を通じまして各区等に委託料として支払った

ものでございます。 
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次に６目環境保全費の白丸、公害防止対策事業４６９万円余りでございますが、国道、県道沿線の騒音の調査、

市内の大気汚染、河川、湖沼の水質等を定期的にモニタリング調査をしているものでございます。これらの数値の

変化等を把握いたしまして、大きな変動があった場合の原因究明、また必要な施策を施しているものでございます。 

次の丸、自然環境保全事業４５万円余りでございますが、次のページ、１５７ページの最初の黒ポツ、自然保護・

調査パトロール委託料は、自然保護ボランティアに委託しまして、高ボッチの管理棟５月から１１月までの管理及

び市内の貴重動植物の現状把握調査などを行い、自然環境の保全を図ったものでございます。 

次の丸、環境教育推進事業２７３万円余りでございます。主なものは、しおじりｅ－Ｌｉｆｅ Ｆａｉｒの環境

イベントを初めとして、環境トーク＆パフォーマンス、訪問出前講座、施設の見学会などのほか、地球温暖化防止

やごみ減量などについて地区説明会も合わせて行っているものでございます。一番下の黒ポツ、しおじりｅ－Ｌｉ

ｆｅ Ｆａｉｒ負担金は、市民有志による実行委員会により開催をしております。環境に優しい取り組みを行って

いる団体の出店により、来場者に環境問題について啓発する機会となりました。 

次の丸、環境管理システム推進事業７８万円余りでございます。３つ目の黒ポツ、審査登録・支援業務委託料４

８万円余りは、市の５８施設のＩＳＯ１４００１の取り組みにかかわる経費であり、定期審査にかかわる経費でご

ざいます。 

次の合併処理浄化槽設置事業は水道事業部となります。 

次の丸、高ボッチ高原自然環境保護事業４８５万円余りでございます。５つ目の黒ポツ、高ボッチ高原植栽管理

業務委託１８９万円は、競馬場の駐車場東側にあります展望台周辺の伐採を、次の黒ポツ、工事請負費２７０万円

はその展望台への遊歩道整備等を行いました。 

次の丸、地下水・湧水等水環境調査事業４８万円余りでございますが、平成２７年度から地下水位連続監視業務

として、中央スポーツ公園の深井戸を市の代表観測地として調査をしております。 

次の丸、再生可能・省エネルギー促進事業７５万円余りでございますが、家庭用蓄電池等の普及を進めてきて

おり、家庭用蓄電池を６件、電気料の計測などいろいろな機能として使えるＨＥＭＳを９件補助いたしました。 

次に７目斎場費の白丸、斎場施設管理費２，６３２万円余りでございます。１５９ページをお願いいたします。

５番目の黒ポツ、斎場運営業務委託料は斎場の運営を塩尻造花さんのほうへ委託をしているものでございます。 

次の丸、斎場施設維持整備費３２７万円余りでございます。主なものは最初の黒ポツ、営繕修繕料、火葬台車

１台の入れかえ工事を行ったものでございます。 

次に８目霊園費の白丸、霊園管理諸経費１，０３１万円余りでございます。１番下の黒ポツ、永代使用料還付金

は、霊園内の聖地使用者に合葬墓の切りかえによる聖地返還を促したところ、全体の３２件の返還中１９件が合葬

墓に移り、聖地の残余数をふやすことができ、聖地の有効活用が図られております。 

２項の清掃費白丸、し尿処理施設管理費は、水道事業部になります。 

１６１ページをお願いいたします。２目ごみ処理費の３つ目の丸、ごみ処理負担金３億１，５７３万円余りで

ございます。塩尻市、松本市、山形村、朝日村を構成市村といたします松塩地区広域施設組合に支払った可燃ご

みの処理及び朝日村の最終処分場等の運営管理に係る負担金でございます。平成３０年度のごみの現状につきま

しては、事業系のごみにつきましては年々増加傾向に、家庭系のごみについては微減となっており、全体では横
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ばいとなっておる状況でございます。 

次の丸、廃棄物等収集運搬処理事業１億３，０９７万円余りにつきましては、可燃物、埋め立てごみ、有害ごみ、

剪定木等の収集運搬にかかわる経費となってございます。次の１６３ページをお願いいたします。２番目の黒ポツ、

廃棄物破砕処理委託料２，５５５万円余りでございますが、収集された埋め立てごみの破砕処理を前田産業株式会

社に委託をしているものでございます。 

次の丸、資源リサイクル推進事業１億７，９８７万円余りでございますが、この事業は、一般家庭のプラスチッ

ク製容器包装品、瓶、ペットボトル、紙類、古布類、金属類、生ごみ等の収集運搬処理をする経費と、ごみを分別

して燃えるごみや埋め立てごみを減らし、資源として有効活用することを促進するための補助金の交付などを行っ

ているものでございます。真ん中から下の焼却灰資源化等委託料４，５３４万円余りでございますが、これは松本

クリーンセンターから排出されます焼却灰の一部を資源化しており、昨年度は約９０６トン余りを土木用資材とし

て資源化したものと、昨年、朝日村の最終処分場の放流水の不適切な水質検査によって処分場の飛灰等の搬入を停

止した期間の民間処分場への依頼をしたその処理料、飛灰と破砕ごみですが、合計４９２トン余りでございました。

下から２つ目の黒ポツ、ごみ分別アプリ導入業務委託料はごみ分別の啓発として、収集日の確認、分別区分や出し

方などスマートフォンから確認できる塩尻資源物ごみ分別アプリをこの４月から運用を開始いたしました。次のペ

ージ１６５ページをお願いいたします。上の黒ポツ、生ごみ処理機器購入補助金は、家庭や事業所における生ごみ

の削減として補助しており、３つ目の黒ポツ、事業系生ごみ削減推進事業補助金は、事業系のごみ減量として、大

型食品販売店等から排出される調理残渣や売れ残り生ごみを堆肥化により、生ごみ堆肥化に係る処理料金と松塩地

区広域施設組合の可燃ごみ処理料金の差額を交付する補助金制度であり、平成３０年度は３店舗で９２トン余りが

生ごみ資源化となりました。私からは以上となります。 

○危機管理課長 それでは、２１０ページ、２１１ページをお願いいたします。９款消防費１項１目の常備消防

費、最初の白丸、広域消防負担金６億１５６万円余のうち、松本広域連合消防費負担金５億９，３６０万円余は、

常備消防を運営するための本市の負担金でございます。内訳につきましては、消防費負担金５億７，９２６万円

余と消防主任として松本広域消防局から、本市に派遣されております職員１名分の人件費、また、本年３月で退

職をしました広域消防職員のうち、広域消防発足前に本市の職員として採用をいたしました消防職員１名分の退

職金の本市負担分であります。その下の黒ポツ、松本広域連合負担金、高速救急業務６１２万円余につきまして

は、高速道路上の救急業務に係る経費といたしまして、中日本高速道路株式会社から本市に支払われました支弁

金でありまして、全額をそのまま松本広域連合に支出したものでございます。その下の黒ポツ、長野県消防防災

ヘリコプター運航協議会負担金１８３万円余につきましては、本市の長野県消防防災ヘリコプター運航協議会の

負担分でありまして、基準財政需要額割と人口割から算出をされております。 

次に２つ目の非常備消防費をお願いいたします。最初の白丸、団員等公務災害補償費１４４万円余につきまし

ては、団員のけが等による療養補償費や遺族補償年金の支払いでございます。 

次のページ、２１２、２１３ページをお願いいたします。最初の白丸、消防団諸経費７，８８３万円余のうち、

１つ目の黒ポツ、２，１０７万円余につきましては、８７０名分の団員報酬であります。一般団員で年額２万円、

班長で３万円、部長で４万５，５００円となっております。次の黒ポツ、消防団退職報償金５５６万円余につき
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ましては、５年以上勤務し、退職した団員１７人分に対しまして、その団員の階級、勤務年数に応じまして退職

報償金を支給したものでございます。１０個下の黒ポツ、被服費５７０万円余につきましては、消防団のはっぴ、

ズボン、活動服、安全靴等の購入費でございます。その５つ下の黒ポツ、備品購入費２１２万円余につきまして

は、消防用ポンプホース、消火栓用ホースなどを購入したものでございます。２つ下の黒ポツ、消防団員退職報

償金負担金１，６７０万円余は団員の退職報償金の給付のための消防基金への掛金でございまして、１人当たり

１万９，２００円の８７０人分でございます。２つ下の黒ポツ、公務災害補償費負担金１８８万円余につきまし

ては、公務中に負傷した消防団員、消火活動等に協力し、負傷した市民などに支払う補償のための掛金でござい

ます。３つ下の黒ポツ、消防団運営交付金１，２５５万円余は、消防団本部、分団、各部の運営のため、団員数、

世帯数、車両割等に応じて交付したものでございます。その下の黒ポツ、災害出動交付金１９３万円余につきま

しては、火災、行方不明者の捜索、水防活動などに出動していただいた消防団への交付金であります。その下の

黒ポツ、大会出動交付金１６６万円余は、松本消防協会ポンプ操法・ラッパ吹奏大会に出動しました５チームと

長野県消防協会ポンプ操法大会へ出動しました１チームの交付金であります。 

続きまして、３目消防施設費をお願いいたします。最初の白丸、消防施設整備費６，５２３万円余のうち、１

つ目の黒ポツ、営繕修繕料５９５万円余につきましては、消火栓の修繕や防火貯水槽の補修、詰所の修繕等を実

施した費用でございます。１つ飛びまして、消防施設等整備工事１，１３６万円余は、防火貯水槽の設置及びホ

ースタワーの設置等を実施したものでございます。その下の黒ポツ、備品購入費２，５０１万円余は広丘分団第

６部原新田でございますが、こちらのほうのポンプ車１台、楢川分団第２部、こちら平沢でございますが、軽積

載車と小型ポンプを購入したもので、更新計画に基づいて行っているものであります。一番下の黒ポツ、消火栓

新設改良負担金２，２８５万円余は地元要望等により設置したものや、故障等により更新した１５件分の消火栓

の工事負担金であります。以上です。 

○財政課長 それでは、ページが飛びまして、２６８ページ、２６９ページをお願いいたします。１２款公債費

につきましては、元金償還金が２７億５，５２８万８，３７１円、利子償還金は１億６，１６０万９，０９５円

でございました。 

その下、１３款予備費の執行につきましてはございませんでした。 

再びページが飛びまして、３６７ページ、３６８ページをお願いいたします。このページ以降につきましては、

財産に関する調書でございます。まず、土地及び建物でございますけれども、施設の区分ごとに記載をしてござ

います。内容等につきましては、お手数でございますけれども、決算説明資料の１２６ページをごらんください。

土地及び建物に関する区分でございますが、こちらの分類のとおり、主な施設等記載してあるとおりでございま

す。 

１枚おめくりをいただきまして、１２７ページをお願いいたします。平成３０年度中に増減のあった土地及び

建物の内訳でございます。主なものにつきましては、ページの中ほど５番、新体育館用地につきましては、建設

用地を取得したものでございます。また、９番のふれあいセンター東部につきましては、建設工事の完了により

まして、建物が増加となっております。また、一番下、その他の区分の４番、旧藤牧建設工業につきましては、

寄附による土地及び建物の取得でございます。 
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それでは、決算書にお戻りいただきまして、決算書３６９ページをお願いいたします。こちら山林の調書でご

ざいます。右側の欄の立木の推定蓄積量でございます。木の成長率を年３．１％で推計をしてございまして、間

伐分を差し引いたものでございます。 

続きまして、３７０ページをお願いいたします。こちらは出資による権利でございまして、決算年度中の増減

でございますが、下から８行目、一般財団法人塩尻・木曽地域地場産業振興センターへの出捐金８０万円の増で

ございます。私からは以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。 

○会計管理者 私からは決算書３７１ページの物品について御説明申し上げます。ここに記載した物品につきま

しては、塩尻市財務規則２３６条の規定に基づく重要物品でございまして、その要件としまして、２輪を除く自

動車、それから取得価格が１００万円以上の物品、それから市長が特に必要と認めたものを物品の種類に集計を

してございます。重要物品につきましては、年度末時点で調査をし、各課等から報告があったものを台帳に登録

または抹消してございます。平成３０年度末現在高は、一番下の行にあります５２２点で、年度中の増減により

１１点ふえました。最も数が多いのは車両でございますが、これにつきまして、リース物件は登録をせず、リー

ス終了後、市に譲渡された場合に登録をしております。平成３０年度につきましては、１４台の登録、６台の抹

消となりまして、結果、８台の増となりました。装飾器具・標本類につきましては、寄贈されたものなど取得価

格が明らかでないものがありますけれども、申告された価格や美術年鑑の情報などを頼りにし、登録をしており

ます。各課等の報告に仮に漏れがありますと、何年かたってからの登録抹消ということになりますけれども、年

度末に行っております調査を引き続き実施し、物品の適正な把握に努めてまいりたいと思います。私からは以上

です。 

○財政課長 続きまして、３７２ページをごらんください。こちら債権でございます。奨学資金貸付金の年度中

増減につきましては、年度中の貸付金と返済金との差額で６５２万３，９００円の増となっているところでござ

います。 

１枚おめくりをいただきまして、３７３ページをお願いいたします。こちらは基金の内訳でございまして、年

度中の増減と年度末現在高を記載してございます。一番上の財政調整基金でございますけれども、年度中増減２

億１，９４２万４，３８７円の増となっておりまして、平成３０年度末の現在高につきましては、３８億５，６

４５万９，３０１円となったところでございます。 

以下、それぞれの基金の状況並びに決算説明資料２９ページにございます基金の運用状況につきましては、改

めて御確認をお願いいたします。説明は以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。休憩をとります。１０分休憩して、刻みますが、１８分から再開したいと

思いますので、よろしくお願いします。 

午後２時０７分 休憩 

―――――――――― 

午後２時１５分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開をさせていただきますが、説明をいただきました１５２ページから３７
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３ページの間について、質問をお願いいたします。 

○横沢英一委員 １５５ページをお願いしたいんですが、不法投棄処理委託料の関係でございますが、たしか本

市にはごみポイ捨て条例っていうのがあるんですが、ここら辺が適用になったことはありますでしょうか。 

○生活環境課長 ごみポイ捨て条例、施行をしているわけなんですけれども、実際に罰則を適用した事例ってい

うのは今まではありません。ですので、警察と一緒に常に対応をしているっていうことなんですけれども、ポイ

捨てよりも不法投棄、廃掃法の法律のほうで警察のほうは取り締まっているというような状況で、ポイ捨てのほ

うでは罰則を適用したものは今までございません。 

○横沢英一委員 不法投棄の関係でございますが、実は、市民の人から１年くらい前に電話もらったことがあっ

たんですが、要は道路ののりにポイ捨てが結構あって、それを拾って、そして、最寄りのところへ集めて置いた

らしいんですよね。そして、市役所のほうへ衛生課だと思うんですが、担当課に電話して、片づけてくれないか

って言ったら、そうしたら、ぜひ各地区で収集しているところがあるから、そこまで持ってきてくれないかって

いうような応対だったようです。それで、幾らなんでもえらいじゃないかっていう電話をよこしたものですから、

電話をしたら、片づけてはもらったんですが、やはりそういうスタンスっていうのはあるんですか。 

○生活環境課長 道路のり面っていうことなんですけれども、その場所が道路のり面っていうことであれば、片

づけていただいた、ごみを拾っていただいた物について連絡をしていただければ、こちらのほうで対応するとい

うケースがもちろんあるんですけれども、その場所が、個人の私有地、例えば畑とか田んぼとかというようなケ

ースになりますと個人の責任において所有物を片づけるっていうのが本来になってしまうものですから、その辺

のところを明確にするのが多分難しいかなと思いますけれども、うちのほうでも状況をお聞きしながら、対応を

させていただきたいというふうには思っているところでございます。 

○横沢英一委員 確かに今言われたことはわからないことはないんですが、やはり善意で拾ってもらっているわ

けですから、そういうようなことはちゃんとしっかり対応してもらいたいと思うんですが、そうじゃないと何の

ためにごみやなんかを片づけてもらえるボランティア精神が、なかなか生きてこないような気がするものですか

ら、ぜひ、お願いしたいと思います。 

○委員長 答弁はいいですか。 

○横沢英一委員 ええ、どうせ、わかっています。 

○委員長 ほかには。 

○山口恵子委員 １５９ページの霊園管理諸経費についてお聞きします。合葬墓ができまして、当初から特に二

体用が人気が高くて、抽選で多分、決めたと思うんですけれど、現在では募集要件というか内容が変わっている

のかどうかお聞きします。 

○生活環境課長 たしか平成２９年度から販売を開始させていただいたときには二体用も多かったんですけれ

ども、この平成３０年度になりまして、大分件数が落ち着いてきたところでございます。ですから、今まで抽選

というような形で行わせていただいたわけなんですけれども、ことしというか、昨年からもそうなんですけれど

も、合葬墓の二体用つきましては、現在お骨を持っていて、市民の方で随時販売をしているというような状況で

ございます。一体用とか、共同埋蔵のほうにつきましては、特にお骨を持っているありなしにかかわらず、随時



40 

 

販売をしているというような状況でございます。 

○山口恵子委員 当初、お骨がなくても将来のためにということで購入も条件的にはできたわけですけれども、

現在はお骨のある方のみっていうこと、二体用に関しては。ただ、課題のところに使用率が７０％を超えている

ということで、今後、いつ、何をどういう形にするのか、その方向性についてお聞きしたいと思います。 

○生活環境課長 二体用につきましては、もう残りわずかになってきているものですから、今年度追加のスペー

スがあるものですから、そこへ今年度、２１戸、４２ということになりますけれども、増設をする予定にはなっ

ているところでございます。それを見て、少しまだあきのスペースがあるものですから、二体用を入れるか、一

体用を入れるか、また検討をしていきたいというふうに思っているところです。 

○委員長 よろしいですか。ほかには。一旦聞かせていただいていいですかね。副委員長にかわっていただいて。 

 １６５ページの上から７行目、事業系生ごみ削減推進事業補助金で、これ、該当が３店舗、その何とかと何と

かの差額っていうのがよく聞き取れなかったので、もう１回積算の内容を申しわけないが教えていただきたい。 

○副委員長 答弁を求めます。 

○生活環境課長 生ごみを燃やすとなりますと、松本クリーンセンターでは１０キロ１５０円の処理費がかかり

ます。 

○委員長 １０キロ。 

○生活環境課長 １０キロ１５０円が、燃やすということになれば、処理費がかかるということです。今、業者

のほうでは、生ごみを資源化処理しますと、１０キロ２００円かかるということになっておりまして、その差額

１０キロ５０円分を市のほうで、燃やしてしまえば安くはなるんですけれども、資源化をしていただくというこ

とで、その差額の５０円分を補助をしていくというものでございます。 

○委員長 そうすると、３店舗でよかったんでしたっけ。非常に少ないんですが、ほかの店舗の方たちはどうい

う処理をされているんですか。資源化をやられているということでしょ。 

○生活環境課長 今、現在行っておりますのが、３店舗ですけれども、ツルヤ広丘店、それから楢川にあります

与志田さんとＳＳ食堂さんという３店舗になんですけれども、ツルヤさんにつきましては、補助金自体は３年間

ということがアッパーにしているものですから、３年をことしの５月で切れているわけなんですけれども、ほか

の量販店さんにつきましては、結構、もうグループ会社のほうで資源化をするというのが、制度ができておりま

して、資源化を特に市の補助金を受けて行うということがなくてもできているというような状況でございます。

あと、中小の小規模の食堂さんとかっていうのは、結局、補助金自体が店舗に出すのではなくて、そこに集めて

いる収集業者さんに出すというものでして、結局、店舗の収集をしている業者さん、生ごみを資源化できる業者

が決まっていまして、ほかの業者では、市外へ持っていかなければいけないとか、遠いところまで持っていかな

ければいけないというと、距離的な問題がありまして、そのコストでは合わないというようなことがあって、協

力をいただていないというような状況がありまして、その一業者さんについての収集されている店舗さんという

ような形で今はなっている状況で、余り店舗数がふえてこないというような状況でございます。 

○委員長 その中小はそれぞれで、そのルートがあって、それを処理されているということなんですが、そうい

うことをそれぞれにやってもらえば、特に市が困るっていうことはないわけですね。生じてこなければ困ること
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は生じてこない。ですから、逆に言うと、店のほうで必要性がなければ、補助金を幾らこっちで設けてやっても、

それは、件数はふえないですよね。市にとって困ることがなければ、わざわざ補助制度を設けてやるっていうの

もいかがなものかなと思うんですが、その点について。 

○生活環境課長 最近の実態調査でそういうことがわかったところでございまして、実はもう、大口のツルヤさ

んがこの５月で３年の期限が切れているといような状況がございますので、ほかの店舗のほうでも必要性があれ

ばということになるんですけれども、ある程度で見直しをしていかなければいけないということは思っていると

ころでございます。 

○委員長 ぜひ、やるなら有効な形でやれるようにするんだし、必要なければ、やめるならやめてもいいかなと

いう気もしますので、よく検討していただければいいのかなと思います。 

 ほかにございますか。 

○永田公由委員 ６月の定例会で話題になった、例のごみ収集カレンダーの件だけれども、もう、ぼつぼつ来年

度どうするかっていう検討に入っていると思いますけれど、その辺いかがですか。どんなふうな感じで。 

○生活環境課長 いろいろと御指摘をいただきまして、ごみカレンダーを見直しという方向で動いてはいる状況

でございます。今、いろいろな案が出ておりまして、いずれにしても、カレンダーの数字の部分につきましては、

大きくしていくということには変わりはないんですけれども、どういう形でっていう部分については、衛生協の

役員さん、市民の意見も皆さんの代表というようなことでお聞きをしながら決めていくっていうようなことで、

今、複数の案を持っているところでして、一番の一案としては、今現在の２ページ、見開き１２カ月分、これが

見づらかったという御意見が大半でしたけれども、逆に冷蔵庫に張りやすい利便性があるという御意見もあった

ことも事実だったものですから、それと、従来のカレンダーの１２ページ、１カ月１枚といいますか、見開きで

いきますと２ページになるんですけれども、それを組み合わせた一緒にしたような形でやっていけるかどうかと

いうようなことを今、検討をしているところです。以上です。 

○永田公由委員 難しいな。苦情の来ないようにしっかり検討してください。 

○山口恵子委員 これは、若い方とかはっきり見える方は特に有害とか埋め立て、毎月ないものについては見通

しがつくのでわかりやすいという御意見もあるんですね。ただ、ルールをしっかり守って、ちゃんと出したいと

いう御高齢の方は本当に見えにくいっていうことがあって、それぞれに合わせるのは難しいかと思うんですけれ

ど、特に塩尻のは色の分別が余りはっきりしすぎていて、ちかちかしていて余計わかりにくいっていう。これ、

松本のほうなんですけれど、やはり色が違うんですね、色使いが。やはりその辺見にくい人たちも見やすいよう

に、しっかりと皆さんで協議した上で検討をしていただきたいと思います。要望です。 

○委員長 ほかにはございますか。 

○永田公由委員 １５５ページの「クリーン塩尻」の関係で、歩いてみると外来植物がものすごい勢いで繁茂し

ているんですよね。このままでいくと塩尻市中、外来植物だらけになっちゃって、手がつけられなくなっちゃう

と思うんだけれど、これは、市民の協力がないとできないんだけれども、もう少し行政主導で衛生部長なり区長

さんなりにお願いする形で、定期的に計画立てて、駆除してもらって、それに対して、市がもう少し補助金なり

資金的な援助をしていかないと、抑えられないような状況になってきているんだけれども、それについて担当課
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のほうでは何か検討されていることはありますか。 

○生活環境課長 外来種のふえてきているっていうのは存じているところでございますけれども、一斉清掃とか

エコ・ウォークの際にできるだけっていうことで、協力をお願いしているわけなんですけれども、もう、それだ

けでは足りないのかなと、事実感じているところではございます。ですので、市民の皆さんのお力と言いますか、

クリーン塩尻パートナー制度とかっていうのがございますので、ぜひ、そういう制度に団体さんが入っていただ

いて、駆除をしていただければありがたいのかなと思っておりますので、その辺のところのＰＲをしながらまた、

周知をして、市民の皆さんの協力を求めていきたいと思っているところでございます。 

○永田公由委員 エコ・ウォークのときに、やはりみんなでぞろぞろ並んでごみ拾っても、ほとんど道路端とか

そういうところにないんだよね。もうちょっとエコ・ウォークのあり方っていうものも検討されて、できれば外

来植物一本に絞っていくくらいで、やってもいいような時期に来ていると思うんで、その辺、しっかり検討して

いただきたいと思います。要望でいいです。 

○委員長 ほかには。よろしいですか。それでは、歳出につきましては、以上で終了といたします。 

 引き続いて、歳入全般について説明を求めます。 

○会計管理者 それでは、一般会計歳入の主なものについて御説明をいたします。本会議での決算補足説明と重

複する箇所がございます。また、金額につきまして、１００円以下を切り捨て、１，０００円単位で説明させて

いただきますので、あらかじめ御了承をお願い申し上げます。説明の前に歳入の部分になりますけれども、決算

書の誤りがございましたので、おわびを申し上げ、お手数ですが訂正をお願いいたします。正誤表につきまして

は既に配付をさせていただきましたけれども、お持ちでないようでしたらお申しつけください。よろしいですか。 

○委員長 よろしいです。 

○会計管理者 訂正箇所４７ページ、事項別明細書の備考欄でございますけれども、上２行の削除と下に２行の

追加をお願いするものでございます。申しわけございませんでした。 

 それでは、説明を始めます。決算書の１４、１５ページをお願いいたします。決算書に沿って説明をいたしま

すが、別冊の決算説明資料もお開きいただきまして、５ページには款別の前年度比較がございます。６ページに

は市税税目別の前年度比較をお示ししてございますので、あわせてごらんいただきたいと思います。 

それでは、１款市税ですが、市税全体の収入済額９６億９，８５４万５，０００円は、前年度対比９９．９％、

６１５万２，０００円の減となりました。備考欄で収納率は９７．１％、前年度より０．１７％の増となりまし

た。不納欠損額は３，４６５万５，０００円、件数は２，０３７件を法令の規定に基づきまして処理をしており

ます。不納欠損の詳細につきましては、決算説明資料、７ページにありますので、後ほどごらんください。 

 収入未済額につきましては、２億５，３４８万２，０００円で、令和元年度への滞納繰越となっております。 

次に主な税目について、現年度課税分、滞納繰越分の合計で申し上げます。１項１目個人市民税ですが、収入

済額３５億５，２５０万５，０００円は、前年度より０．４％の減、収納率は９６．４６％で、前年度より０．

３１％の増となりました。 

２目法人市民税ですが、収入済額７億１，１５３万５，０００円は、前年度より５．３％の増、収納率は９９．

５１％で、前年度より０．２９％の増となりました。 
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２項１目固定資産税ですが、収入済額４３億９，５０９万円は、前年度より０．３％の減、収納率は９７．０

４％で前年度より０．０８％の増となりました。 

１６、１７ページをお願いいたします。３項１目軽自動車税ですが、収入済額２億１，３８５万円は、前年度

より４．１％の増、収納率は９５．５６％で前年度より０．３１％の増となりました。 

４項１目市たばこ税ですが、収入済額３億９，２０６万４，０００円は、前年度より５．６％の減、次に２つ

飛んで、７項１目都市計画税ですが、収入済額３億６，８１９万円は、前年度より０．２％の減、収納率は９７．

０２％で前年度より０．０９％の増となりました。 

以上、市税につきましては、税目によって収入済額の増減ございますけれども、収納率は総じて増となりまし

て、歳入の確保に努めてまいりました。 

次に１８、１９ページをお願いいたします。地方贈与税ですが、収入済額２億６，６２８万５，０００円は、

前年度対比１０８．８％、２１５万１，０００円の増となりました。 

３款利子割交付金ですが、収入済額１，８２７万７，０００円は、前年度対比１１７．０％、２６５万４，０

００円の増となりました。 

４款配当割交付金ですが、収入済額３，１１２万６，０００円は、前年度対比８３．４％、６２０万８，００

０円の減となりました。 

５款株式等譲渡所得割交付金ですが、収入済額２，６２２万５，０００は前年度対比６４．６％、１，４３８

万円の減となりました。 

２２、２１ページをお願いいたします。地方消費税交付金ですが、収入済額１３億２，５６４万４，０００円

は、前年度対比１０４．３％、５，４８４万５，０００円の増となりました。 

７款ゴルフ場利用税交付金、また８款自動車取得税交付金、９款地方特例交付金につきましては、記載のとお

りでございます。 

１０款の地方交付税でございますけれども、収入済額５５億８，０２５万４，０００円につきましては、前年

度対比１０８．５％、４億３，６８６万６，０００円の増となりました。 

１１款交通安全対策特別交付金ですが、２２、２３ページをお願いいたします。収入済額１，１６８万円は、

前年度対比９２．２％、９９万１，０００円の減となりました。 

１２款分担金及び負担金につきましては、特定の事業に要する経費に充てるため、受益者の負担を求めたもの

で、収入済額４，２９２万３，０００円は、前年度対比１０６．０％、２４３万９，０００円の増となりました。

２項１目の民生費負担金の１節社会福祉費負担金は前年度より９８万円の減、２節児童福祉費負担金は、前年度

より３０８万５，０００円の増となりました。 

次に１３款使用料及び手数料は保育料のほか、各担当課等で、管理している公共施設等の使用料や証明手数料

などでございます。収入済額６億６，３３１万８，０００円は、前年度対比９７．８％、２，０１０万３，００

０円の減となりました。そのうち、１項使用料につきましては、前年度より６４７万６，０００円の減となりま

した。 

２４、２５ページをお願いいたします。特に減となった部分を申し上げますと、１項３目衛生使用料で、備考
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欄３つ目の黒ポツ、聖地使用料につきまして、前年度より４４０万円の減、その下の黒ポツ、合葬墓使用料は前

年度より１，７７５万円の減となっております。使用料につきましては、決算説明資料１２ページから２１ペー

ジに保育料等収納実績表や各施設の使用状況がありますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

ページ飛びまして、３０、３１ページをお願いいたします。２項手数料は前年度より１，３６２万６，０００

円の減となり、そのうち３目衛生手数料は、１，３２９万４，０００円の減となりました。 

次に、３２、３３ページをお願いいたします。国庫支出金ですが、収入済額２７億９，１０１万円は前年度対

比１０１％、２，６７４万１，０００円の増となり、１項国庫負担金は前年度より７，７１２万３，０００円の

増となりました。このうち、１目民生費国庫負担金は社会保障制度におきまして、受給者の負担軽減等に要した

費用を国が一定の割合で負担するものでございます。 

１節社会福祉費負担金では、備考欄２つ目の黒ポツ、自立支援給付費負担金が２，５６４万２，０００円、そ

の３つ下の黒ポツ、障害児入所給付費負担金が８５４万５，０００円、前年度に比べてふえてございます。 

３４、３５ページをお願いいたします。３節生活保護費負担金では、備考欄１つ目の黒ポツ、生活保護費負担

金が４，２０３万８，０００円ふえてございます。 

２項国庫補助金につきましては、各事業にひもづいて交付されておりますので、事業ごとの増減がございます

が、トータルでは前年度より６，４４１万９，０００円の減となりました。なお、国庫補助金で収入未済額の欄

に記載があるものにつきましては、令和元年度の財源として繰り越しとなっております。詳細につきましては、

決算説明資料３ページに繰越明許費の内訳、下の表の各事業に対応しておりますので、後ほどごらんいただけれ

ばと思います。 

続いて、４０、４１ページをお願いいたします。３項委託金は前年度より１，５０３万７，０００円の増とな

りました。このうち、１目２節総務管理費委託金１，５９１万２，０００円は、新たに総務省委託事業の業務開

拓モデルプロジェクトの採択を受け、ＲＰＡ、ＡＩによる業務効率化の実証事業に取り組んだことに関する委託

金でございます。 

１５款県支出金ですが、収入済額１３億４，３２２万６，０００円は、前年度対比１１０．４％、１億２，６

７３万４，０００円の増となり、１項県負担金は前年度より２，９１７万３，０００円の増となりました。 

４２、４３ページをお願いいたします。県補助金は前年度より９，２０１万３，０００円の増となりました。 

ページ飛びまして、４６、４７ページをお願いいたします。３項委託金につきましては、前年度より５５４万

７，０００円の増となっております。 

次のページ、４８、４９ページをお願いいたします。財産収入ですが、収入済額１億３，３２０万９，０００

円は前年度対比１１７．２％、１，９５８万６，０００円の増となりました。詳細につきましては、備考欄に記

載のとおりでございます。 

５０、５１ページをお願いいたします。寄附金ですが、収入済額６億８，９６４万４，０００円は、前年度対

比１２３．７％、１億３，２０９万円の増となりました。 

１８款繰入金ですが、収入済額１億８２６万９，０００円は、前年度対比１６．６％、５億４，４９３万１，

０００円の大幅な減となりました。 
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２項基金繰入金は前年度より５億４，４５１万４，０００円の減となりまして、５２、５３ページに詳細がご

ざいますが、１節財政調整基金繰入金が改元となったのが減額の要因でございます。 

１９款繰越金ですが、収入済額４億５，３８７万９，０００円は、前年度対比８６．５％、７，１０８万９，

０００円の減となりました。備考欄にありますとおり、前年度繰越金は、平成２９年度決算の実質収支額４億９

５５万６，０００円と繰越明許費繰越金４，４３２万３，０００円の合計となっております。 

２０款諸収入ですが、収入済額１５億３，７６９万９，０００円は、前年度対比９２．１％、１億３，２０８

万３，０００円の減となりました。 

大きく影響したのは、５４、５５ページにございます３項２目中小企業融資あっせん資金預託金元利収入の１

億７，１２０万６，０００円の減でございますが、諸収入につきましては不確定な要因で増減しますので、細か

な説明につきましては、割愛させていただきます。 

６２、６３ページをお願いいたします。２１款市債ですが、収入済額２６億７，６６３万８，０００円は、前

年度対比１２５．９％、５億４，９８１万１，０００円の増となりました。 

６２ページから６７ページまでの市債につきましては、決算説明資料２７、２８ページに起債借入状況がござ

いますので、後ほどごらんいただきたいと思います。また収入未済額の欄に記載があるものにつきましては、令

和元年度の財源として繰り越しとなっております。詳細は先ほどと同じ決算説明資料３ページの繰越明許費の内

訳、下の表の各事業に対応しておりますので、後ほどごらんいただければと思います。 

最後になりますが、６６、６７ページの最下行をお願いします。平成３０年度一般会計の歳入合計の収入済額

２７５億１，８０８万４，０００円は、前年度対比１０２．１％、５億５，９７３万７，０００円の増となりま

した。厳しい経済財政状況の中、国の補正予算に対応し、積極的な財源確保に努めてまいりました。以上をもち

まして歳入についての説明を終わります。 

○委員長 それでは、説明を受けました歳入全般の質疑を行います。委員の皆さんから質問等ございますか。 

○永田公由委員 ２１ページの地方消費税交付金の関係で、市町村に対して人口及び従業員数で案分して交付とあ

るけど、この従業員数というのはどういったことを言うわけですか。 

○財政課長 こちらの産業等の従業員、従事する人数ということでございます。ですので、商店等、消費税を扱う

事業所等の従業員。 

○永田公由委員 消費税を取り扱っている。 

○財政課長 人口等で案分されてくるものでございます。 

○永田公由委員 そうすると製造業とかそういったものも入るっていうことだよね、消費税の関係というと。 

○財政課長 そうですね。消費税が発生するものについては、カウントされると。 

○永田公由委員 カウントされるということ。専業農家とか農業の関係はどうなの、入る。 

○財政課長 農業につきましては、カウントされるのか後ほどお答えをさせていただきたいと思います。 

○永田公由委員 よく住民税非課税世帯ということが出てくるんだけど、塩尻市の場合住民税非課税世帯というの

は何戸くらいあるんですか。何戸というか世帯数で言うと。わからなければ後でいいけども。 

○税務課長 今、手持ちがございませんので、後ほど調べてお答えをいたします。 
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○委員長 お願いします。ほかには。 

○永田公由委員 スポーツ夢基金が当初１，０００万円でスタートして、毎日のように新聞報道されて、いろんな

大会に来て出ます出ますと言って。何かあれができてから非常に多くなったような気がするんだけども、現実的に

はどうなんですか、今の状況は。 

○財政課長 スポーツの全国大会の出場等でございますけれども、平成３１年度につきましては全国大会の出場は 

８団体、個人では１２２人、交付額が２７３万６，０００円、そのほかの世界大会がございまして、こちらは個人

で延べ７人、交付額が７０万円となっております。前年に比較いたしまして、合計で申し上げますと約４０万円ほ

ど増額となっているような状況でございます。 

○委員長 平成３０年度ね。今の数字は。 

○財政課長 失礼いたしました。今の数字は平成３０年度の数字でございます。 

○永田公由委員 それで今、一般会計から繰り入れてるよね。３００万円ちょっとか。あとスポーツ夢基金に使っ

てくださいという寄附は多少はあるって聞いたんだけども、そのどうなんですか。実質的には。 

○財政課長 こちらの歳出に関する財源といたしまして、スポーツ夢基金からの繰入金でございます。御寄附につ

いては当初多額の寄附をいただいたところでございますが、その後減少していきまして、昨年度一般会計から１，

０００万円積み増しをしたところでございます。寄附の状況につきましては、小口のものは何件かいただいている

状況ではございますけれども、状況としてはそのようなところでございます。 

○永田公由委員 これ、よそではあまり見られないような基金で、当初はもうちょっと寄附してくれる人がふえる

かなという淡い期待があってスタートした部分もあるんだけど、今言ったように、一般会計からどんどん繰り入れ

ていくっていうような話になってくると、これ自体ちょっと考え直さなきゃいけないかなっていう気はするんだけ

ど、その辺については企画政策部長はどんな見解をお持ちですか。 

○企画政策部長 確かにこれ、毎年毎年このまま激励金ということで交付していきますと枯渇していきます。した

がって、ことし対象者の見直しも担当課のほうでしておりますし、こういったものは一般会計からの支出っていう

のを当初大前提としては考えておりませんでしたので、寄附をできるだけ募っていくということはしていかなけれ

ばならないというふうに考えています。 

○永田公由委員 例えば、一例としてふるさと納税の中に市長にお任せっていうのがあるじゃんね。ああいったの

を流用って言えば変だけども、そっちから回すっていうようなことはできないわけ。 

○企画政策部長 ふるさと納税の返礼品をしていますけれども、どの政策を応援していただくかっていう、そのメ

ニューの見直しを今しています。したがってスポーツの振興ということもその支援メニューっていうことになって

きますと、対象になってくると思うんですが、それも含めて検討していきたいと思っています。 

○永田公由委員 いいです。 

○委員長 ほかにございますか。よろしいですかね。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 それでは、質疑を終了し自由討議を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○委員長 ないので討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第１号平成３０年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定についての中で、当委員

会に付託されました部分について、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１号中、当委員会に付託された部分につきましては全員一致をもって認定すべ

きものと決しました。 

それではここで、１０分間休憩をとりたいと思います。３時５分。 

午後２時５５分 休憩 

―――――――――― 

午後３時０３分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開いたします。 

次に、議案第２号。 

○財政課長 先ほど御質問のございました地方消費税交付金の関係でございますが、よろしいでしょうか。先ほ

ど申し上げました人口でございますが、詳しく申し上げますと国勢調査の人口を利用しております。それと従業

員者数でございますけれども、こちらの経済センサスの数字を利用しておりまして、この中には先ほど申し上げ

ました小売ですとか、製造業その他入っております。その区分の中に、農林業というのがございまして、こちら

の従業員者数で申し上げますと１４１人でございます。ですのでおそらく推測でございますが、法人は入ってい

るけれども、個人は入っていないというようなところではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

────────────────────────────────── 

議案第２号 平成３０年度塩尻市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

○委員長 それでは、先に進みますが、議案第２号平成３０年度塩尻市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定についてを議題といたします。説明を求めます。 

○市民課長 それでは、議案第２号国民健康保険事業特別会計決算認定について説明をいたします。決算書の２７

１ページをお願いいたします。決算書２７１ページ総括になりますけれども、塩尻市国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算額ですが、歳入合計６９億５，８２１万７８５円、歳出合計額６９億２，７１０万９，５７９円となり

まして、差引３，１１０万１，２０６円となっております。続いて決算概要を説明しますので、お手元にあります

もう１冊の決算説明資料の１２８ページをごらんいただきたいと思います。１２８ページでございます。 

４国民健康保険事業特別会計の概要ということで、１つ目の白丸になります。被保険者数は１万４，８８７人、

前年度対比４％、６２５人の減となり、本市全人口に対する加入率は決算２２．１％となっております。また世帯

数は、９，０７５世帯、前年度対比２．２％、２０２世帯の減で、全世帯に対する加入率は３２．９％となってお

ります。この減少している背景につきましては、団塊の世代が徐々に７５歳に近づきつつありまして、７５歳以降

後期高齢者医療制度へ移行することにつれて、国保の被保険者数は年々減少傾向にあります。こちらは全国的な傾

向となっております。 
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２つ目の白丸、国民健康保険事業は昨年４月の大きな制度改正に伴いまして、都道府県が国保財政の運営主体と

なったことによりまして、財政運営の仕組みが大きく変更となりました。歳入におきましては新たに県の収入にな

るものや、逆に保険給付費など新たに県からの普通交付金で賄われることとなったものなど、歳出では後期高齢者

支援金、前期高齢者納付金のほか、共同事業拠出金などの支出が皆減、全てなくなりまして、新たに国保税を財源

とする事業費納付金を県に納めることとなっております。 

その下の丸、歳入合計額は前年度より１２億６，２２５万円余の、大幅な減となっております。その原因としま

してはさきにも触れましたように、被保険者数や加入世帯者数の減少による保険税の減少や、制度改正によりまし

て今まで直接市の歳入になっていたものが国庫支出金のほか、社会保険診療報酬支払基金から前期高齢者交付金な

ど、新たに県の収入になったことによるものが大きな要因となっております。基金繰入金につきましては、保険料

が急激に上がることのないよう独自の激変緩和措置をとったことのほか、被保険者数の減少による事業費納付金の

財源を補うため、８，１２６万円余を財政調整基金から繰り入れております。 

４つ目の白丸になりますけれども、歳出合計６９億２，７１０万円余は前年度対比１３．９％、額にして１１億

１，８２８万円余の大幅な減となっております。減額の主な要因としましては、制度改正に伴いまして介護納付金

や後期高齢者支援金といった、先ほども言いました社会保険診療報酬支払基金への納付金が県から支払いになった

ほか、共同事業拠出金がなくなったことが大きな原因であります。また、財政調整基金は前年度繰越金から１億２，

０７１万円余を積み増ししております。 

最後の白丸になりますが、歳入差引額の３，１１０万円余は令和元年度会計に繰り越しております。 

次に１枚めくっていただきまして、１２９ページになりますけれども、歳入歳出それぞれ項目構成を掲載してあ

ります。歳入ではさきにも触れましたように、皆減、全て減となっているものは制度改正により直接県の収入にな

ったものであり、また逆に医療費の自己負担分を除いた保険給付費や県からの普通交付金として受け取るため、全

額皆増という形で全額ふえております。 

歳出につきましては、区分の下から５行目以下が全部県からの支出となったため皆減となりまして、逆に上から

３行目の国保税を財源とする国保事業費納付金を新たに県に納める仕組みになったため、皆増という形で全てが増

になっております。 

次に、１３１ページをごらんいただきたいと思います。説明資料１３１ページですけれども、３国保加入世帯数

の状況ということで、過去５年間の加入世帯者数と被保険者数の状況を掲載しております。さきにもお話したとお

り、世帯数、被保険者数とも、平成２６年度以降減少傾向にあります。被保険者数減少の主な要因は、先ほど言い

ました後期高齢者制度へ移行する人が多いことや、人口減少、景気回復に伴いまして被用者保険へ新たに加入する

などの移行が考えられます。なおこの表中、被保険者のうち退職とありますが、被用者保険の資格を喪失した老齢

退職年金の受給者が６５歳になるまで保険給付上区分される被保険者で、６５歳に到達しますと一般被保険者に移

行をしております。退職者医療制度自体は平成２６年度をもって既に廃止となっておりますけれども、それ以降経

過措置としまして、当時６０歳の人が６５歳になるまでこの制度を存続するということになっておりますので、被

保険者数は減少するのみという形になっております。一番下の表４につきましては、平成３０年度の加入者の異動

の状況であります。 
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次のページ、１３２ページになりますけれども、こちらは国保税の調定と収納状況が一覧になっております。平

成３０年度の収納率は現年度分が前年度対比０．１２ポイントアップの９４．３％、滞納繰越分が２．５８ポイン

トアップの２３．６５％、合計で１．０７ポイントのアップ、８０．１６％で収納率は年々上がってきてございま

す。 

次の１３３ページになりますが、医療給付費の状況であります。年次別に保険給付費の内訳を記載してあります。

左から一般的な医科、歯科、入院、外来、調剤などの療養給付費、次に柔道整復、コルセット、はり、あんまなど

の療養費、以降高額療養費等に区分してあります。平成３０年度の療養給付費につきましては４０億７，７７７万

円余で、前年比０．３％、１，２８２万円余の増となりましたが、療養給付費は制度改正により翌年度精算を行う

こととなっておりますので、概算額による決算となっております。 

続いて１３４ページになりますが、出産育児一時金、葬祭費の状況はごらんのとおりとなっております。（２）

の表中、人間ドックの補助件数は近年の健康志向の高まりによりまして年々増加しておるところであります。概要

の説明は以上でありますけれども、次に決算書に戻っていただきまして、２８６、２８７ページをお願いします。 

歳出事項別明細を説明させていただきます。１款１項１目の一般管理費ですが、備考欄２つ目の白丸、国保事務

費諸経費の主なものは中段より少し下の黒ポツ、電算化共同処理事務委託料２５０万円余と、その２つ下の黒ポツ、

レセプト点検業務委託料１９４万円余と、その１つ下の黒ポツ、国保情報集約システム運用委託料２３５万円余で、

いずれも国保連合会への委託料となっております。その下の黒ポツ、国保情報集約システム連携用パソコン導入委

託料１１２万円余は、基幹系システムと国保情報集約システムの間で、日々異動する国保の資格情報を連携するた

めに設置したパソコンの導入委託料であります。２目にいきまして連合会負担金２６０万円余は、県の国保連合会

への、塩尻市負担金となっております。 

２項１目の賦課徴収費の備考欄２つ目の白丸、賦課徴収事務諸経費の主なものは下から２つ目の黒ポツ、税情報

等システム使用料９３２万円余であり、賦課に必要な基幹系システムの使用料でございます。 

次に２８８、２８９ページをごらんいただきたいと思います。３項１目運営協議会費では、国民健康保険事業の

運営状況のほか、第２期データヘルス計画の概要や、国保特定検診の取り組み状況などについて、国保運営協議会

を２回開催しまして、協議した経費となっております。 

２款保険給付費ですが、１款の療養費中１目２目は一般的な医科の入院、外来、調剤などの療養給付費と、３目

４目の柔道整復、コルセット、はり、あんまなどの療養費に区分し、更にそれぞれ一般被保険者分と退職被保険者

分に区分をしております。年次別推移は、説明資料で先ほど掲載してございます。また５目には、これらを給付す

るための審査支払手数料が掲載してあります。表中２目４目にある退職被保険者とは、先ほど説明したとおりの資

格となっております。 

１目の一般被保険者療養給付費は備考欄にありますが、２４万件余で４０億２，４５３万円余、２目の退職被保

険者等療養給付費は２，０００件余で５，３２４万円余、１目と２目を合わせました療養給付費は前年度比０．３％、

１，２８２万円余の増となりました。前年度と比較した状況は、先ほどの説明資料に掲載してあるとおりでござい

ます。 

１目一般被保険者療養給付費、備考欄の１番下になります戻入未済額１６万円余につきましては、被用者保険へ
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の加入や転出等によりまして、塩尻市国民健康保険の被保険者資格のないものが、資格喪失の届け出が遅かったり

する関係で、新しい保険証を医療機関で提示しなかったために塩尻市国保の現物給付を受けてしまった場合で、そ

の療養給付費の返還を求めたところ出納閉鎖までに返納されなかったものでございます。戻入未済額につきまして

は、今年度、令和元年度の歳入の雑入、返納金として調定をし、１件ごとの管理で継続して返納を求めております。

３目と４目を合わせました療養費は、前年度比１２．３％、６６１万円余の減となりました。５目の審査支払手数

料は、国保連合会へ支出した手数料でございます。 

２項１目と２目の高額療養費は、１カ月の窓口負担金が世帯の所得などに応じた限度額を超えた場合に支払った

ものであります。備考欄にあります現物支給分とは、前もって交付された限度額、適用認定証を入院や外来の際に

提示することで、あらかじめ限度額を超える自己負担はその窓口ではしなかった場合でございます。高額療養費は、

医療機関に対し療養給費に合わせて支払われたものでございます。償還分というものにつきましては、限度額を超

える分を含めて自己負担を一旦本人が医療機関で支払った後に、市民課の窓口で高額療養費の支給申請をしたもの

でございます。高額療養に該当する方に対しましては、市民課から通知をして申請を促してございます。 

３目と次のページ、２９０、２９１ページの４目高額医療・高額介護合算療養費は、医療費と介護サービス費の

１年間の自己負担額が限度額を超えた場合に支払うもので、一般被保険者分は５件で３万円余、次のページ退職被

保険者分は１件で７万円余となっております。１年分ですので、全て償還払いによるものでございます。 

４項の出産育児諸費と５項の葬祭諸費につきましては、決算説明資料に掲載したとおりでございます。 

３款国民健康保険事業費給付金は国保制度改正により新たに設けられたもので、都道府県から示された市町村ご

との分賦金です。この事業費納付金は医療分、後期高齢者支援分、介護分に分かれておりましてそれぞれ県全体で

の総額の見込みから、国、県、補助金等を控除した残額を自治体ごとに案分して算定をされています。例えば医療

分では、国の係数を元に県全体の保険給付費の見込み総額を算出し、そこから定率国保負担金や調整交付金、ある

いは社会保険診療報酬支払基金から交付される前期高齢者交付金などの財源を控除し、市町村ごとの医療費水準や

所得水準に応じて案分されることとなっております。自治体は、国民健康保険税を財源として県に納付金を納める

仕組みとなっております。平成３０年度の納付金につきましては、１項医療給付費分として１３億１，５７３万円

余、次のページにわたりますが、２項後期高齢者支援金等分は４億１，４７３万円余、次の２９２、２９３ページ

の３項介護納付金分は１億３，６８１万円余を支出をしてございます。 

次の４款につきましては、健康づくり課からの説明となります。 

○健康づくり課長 それでは４款１項１目特定健康診査等事業費につきましては、健康づくり課が所管となって

おりますので、私の方から説明をさせていただきます。備考欄白丸、特定健康診査等事業諸経費４，９３１万円

余につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律によりまして、生活習慣病の早期発見、予防を目的として、

医療保険者に義務づけとなった特定健康診査と特定保健指導に係る経費となっております。上から８つ目の黒ポ

ツになりますが、特定健康診査委託料４，２３５万円余につきましては、２５歳から７４歳を対象に特定健康診

査と保健指導を実施をしまして、生活習慣病の発症予防、重症化予防を図ったものでございます。集団検診は健

康づくり事業団に、医療機関による個別検診は塩筑医師会に委託をして実施をしたものでございます。４，６０

２人が受診をしておりまして、全体の受診率は３４．９％となっております。前年度より０．２％の上昇という
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ことになっております。なお４０歳から７４歳の法定の受診率につきましては、確定をしております平成２９年

度におきましては４４．８％でございまして、前年度より２．１％の上昇となり、延べ率におきましては１９市

の中で１位ということになっておりますが、県平均の４７．１％を下回る状況でございます。受診率の向上が喫

緊の課題となっておりまして、健康づくり課と市民課の担当者により特定健診受診率向上研究会を立ち上げまし

て、現状の課題を共有しながら受診率の向上に向けた具体的な施策の検討を始めているところでございます。 

次に、２項１目保健衛生普及費になります。備考欄白丸の、健康増進事業諸経費５４９万円余につきましては、

２つ目の黒ポツ、エイズ予防教室講師謝礼２５万円余につきましては、市教育委員会と連携をしまして命のかが

やき教室として助産師等が講師となりまして、感染症の正しい知識の普及などに取り組んでいるものでございま

す。平成３０年度は１３講座で延べ２２回開催をしております。１番下の保健推進活動費補助金９５万円につき

ましては、塩尻市ヘルスアップ委員会の地区活動に対する補助金でございまして、地区健康教室や栄養教室の開

催、ウォーキングマップの普及啓発などを行い、地域の健康への意識の向上を図ったものでございます。私から

の説明は以上です。 

○市民課長 同じく同じページの一番下、備考欄下から３つ目の黒ポツになりますけれど、こちら医療費通知委

託料と、その下のジェネリック医薬品利用差額通知委託料は、ジェネリックの医薬品を使いますとこれだけ差額

が出ますよという通知を国保のほうから出しております。適正受診や医療費の削減を狙っての取り組みをしてご

ざいます。 

次の２９４、２９５ページになりますけれども、２目疾病予防費の備考欄の白丸、人間ドック等補助金の年次

別推移は、決算説明資料で説明したとおりでございます。 

５款１項１目の財政調整基金積立金は、基金の利子と前年度決算剰余金から１億２，０７１円余を積み立てた

ものでございます。基金残高は、決算書の最終ページの一番下にあるとおりなんですけれども、年度末現在５億

１，２３７万円余となってございます。 

その下、７款１項３目の償還金５，６４７万円余は、備考欄にあります前年度の特定健診の負担金のほか、次

のページ２９６、２９７ページにいきまして、備考欄上の２つ目の白丸、前年度の一般被保険者分の療養給付費

１００分の３２相当の国庫負担金及び退職被保険者分として、社会保険診療報支払基金から交付された交付金に

ついて精算に伴う償還金となってございます。歳出については以上でございますけれども、ちょっと戻っていた

だきまして、今度は歳入の説明をさせていただきます。決算書の２７６、２７７ページをお願いいたします。 

上から１款の国民健康保険税は説明資料で説明をしましたが、収入済約１４億２，９４３万円余で、備考欄に

ありますように収納率は前年度対比、現年度分０．１２ポイントアップの９４．３％、滞納繰越分が２．５８ポ

イント増の２３．６５％、合計で１．０７ポイント増の８０．１６％ということになっております。 

次の２７８、２７９ページをお願いいたします。一番下の項目の４款１項１目の保険給付費等交付金は、制度

改正に伴いまして新たに設けられたものでございまして、普通交付金と特別交付金の２つに分けられております。 

１節普通交付金につきましては先ほどの説明と重複しますが、出産育児一時金、葬祭費、審査支払手数料の一

部を除いた、医療費に係る自己負担額以外の保険者が負担している保険給付費相当額に当たり、県から新たに交

付されることとなったもので、平成３０年度は４７億５，０６４万円余が交付されております。 
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２節特別交付金につきましては、備考欄１番上の黒ポツ、保険者努力支援分は保険者の保険予防事業等への取

り組み状況に応じて交付されるもので、２，５４９万円余が交付されたほか、２つ目の黒ポツ、特別調整交付金

は従来の国の特別調整交付金に当たるものとなっております。 

次の２８０、２８１ページにいきまして、備考欄の１つ目の黒ポツ、県繰入２号分、これは従来の県の特別調

整交付金にあたります５９８万円余、２つ目の黒ポツ、特定健康診査等負担金１，７２９万円は従来の国３分の

１、県３分の１の負担金の合算になったものとなっております。 

下にいきまして、６款繰入金であります。６款１項１目の一般会計繰入金は、被保険者の世帯の所得状況等に

応じて国保税を軽減したことに対する繰り入れなど、それぞれ法の規定に基づきまして一般会計から繰り入れた

ものでございます。 

次の２８２、２８３ページにいきまして、６款２項１目の基金繰入金８，１２６万円余は、決算説明でもお話

ししたとおり、被保険者の減少に伴い保険税が当初見込みより減少したことによりまして、歳出の国保事業費納

付金の財源を担うために、財政調整基金より繰り入れたものであります。 

下のほうへいきまして、８款３項雑入、１目２目の第３者納付金は、相手のある交通事故等に対しまして第三

者による疾病で、国民健康保険により医療機関を受診した際の医療費について、国保連合会に委託し相手方が加

入する自賠責保険や任意保険に、医療費のうち保険者負担分の賠償を受けたものでございます。３目４目の返納

金は、国民健康保険の資格喪失後に医療機関を受診した際、本人もしくは社会保険から返還を受けた保険者負担

分になります。国保特別会計の説明については以上になります。 

○委員長 それでは質疑を行います。委員の皆さんから質問はありますか。 

○永田公由委員 都道府県が国保財政の運営主体になることによって、市の負担、今まで一般会計からの繰入金と

か、そういったものが減額になったのかどうか。それともう１つは、保険者にとって何か運営主体が変わることに

よって変更になったこと等、あるわけですか。 

○市民課長 詳細はちょっと係長のほうから説明をいたします。 

○市民係長 まず一般会計等からの繰入金の関係につきましては、基本的には法定の分しか繰り入れをしており

ませんので、都道府県化に伴って減った部分というのは特にございません。保険者にとってよくなった点、メリ

ットでございますけれども、都道府県化になったことによりまして、保険給付費については全て県の普通交付金

で賄われるという形に仕組みが変わりました。なので、例えば２月とか１月、急にインフルエンザがはやって医

療費が伸びてしまった場合、３月で補正で対応しなければいけないという時期になるんですが、その際通常であ

れば基金を取り崩すか一般会計から入れるか、どうかしないと歳出が、予算が組めないという状況になるんです

けれども、県から普通交付金が交付されますので、保険給付費が足りないというときに１億円足りないよと言っ

ても、県の普通交付金を１億円歳入で見ることで、予算を組めるという形に変わっておりますので、そういった

点では財政的な心配をしなくてもいいと。保険給付費が足りなくなるという心配はしなくていいというメリット

は生じているところであります。以上です。 

○永田公由委員 いいです。 

○委員長 ほかには。 
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○山口恵子委員 ２９３ページ、ジェネリック医薬品の状況についてお聞きします。実際に送っている件数と、

その差額の金額が幾らぐらいなのかお聞きします。 

○国保年金係長 ジェネリック医薬品の差額通知でございます。こちらは、年２回送付をさせていただいており

ます。送付時期としましては、７月と１月、診療月で見ますと、４月の診療分と１０月の診療分、こちらの調剤

分ということで作成をしております。通数ですけれども、７月に発送した分については、９２９通、１月に発送

した分につきましては、８９６通になります。こちらについては、特に精神的なもののお薬とか、特定のものは

国保連合会のほうで集計をさせていただいて、通知をさせていただいているというところになります。当然、個

人ごとにそれぞれのジェネリック医薬品があるもののみの通知になっておりますので、集計までは市のほうへデ

ータが来ておりませんけれども、全体では、ジェネリック医薬品の利用率としましては、約７１％、本年の３月

の状態ですが、ジェネリック医薬品が販売されているものにつきましては、約７１％がジェネリックのほうにな

っております。平成２５年度時点では４４．８％でしたので、通知の効果等もありまして、大分、国が示す８割

にもっていくというところには近づいてきているのかなと考えております。以上です。 

○山口恵子委員 大分、制度も浸透されてきて、効果が上がってきているというように理解をしました。これは、

国保の保険証が変わるたび、いつも通知をいただいて、保険証に貼るシールもついていますけれども、利用され

ている方はもういいと思うんですけれど、新たに国保に加入される方とかにもこういった制度を浸透していただ

いて、言葉でも言わなくてもシールを貼って示せるように、またしっかりＰＲをしていっていただきたいと思い

ます。 

○委員長 ほかにございますか。よろしいですか。ありますか。 

○山口恵子委員 ２８９ページ、高額療養費制度の申請手続についてお聞きしたいんですけれど、お一人お一人

基準額が違いますが、一定以上の利用額になった場合に、毎月申請をしていただくようになっていると思うんで

すけれど、後期高齢者のほうだと、１回手続をすれば、後はその都度の申請は多分、必要がなかったような気が

するんですけれど、その手続がどうして違うのか。できれば、月々の申請ではなくて、１回だけすれば必要なと

きだけそういった制度が利用できるようにしてほしいっていう御意見をいただくものですから、その手続につい

てお聞きします。 

○市民課長 現在の手続につきまして、細かい手続を係長のほうから説明をいたします。 

○国保年金係長 高額療養費、議員さんおっしゃるように、７５歳以上の後期高齢者の方については、高額療養

費制度に該当をして償還分ということで、後から戻る分が発生した場合については、一度、口座登録をいただく

ことで、自動給付という制度になっております。７５歳までの国民健康保険のほうにつきましては、原則が申請

主義になっておりまして、ただ７０歳以上の方については、後期高齢と同様に自動給付をするという運用が可能

であるというルールが設けられてはいるんですけれども、こちらを行う場合、市でも検討したんですけれども、

７０歳以上の世帯に限るという形になっております。なので、まれに、結構実は、国保は異動が多いものですか

ら、７０歳以上の方で、自動給付をされていたと、仮に市が運用を開始をしてやっていた場合、その世帯に例え

ばお子さんが国保に加入した場合は、１回また自動給付ができなくなるという運用の制度になっております。ま

た、抜けたら開始ができる。ここは少し混乱を招いてしまうところが、多々あるというところで、逆に迷惑をか
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けることも少なからずあるかなと。確かに市民の方から見れば、世帯情報が変わらなければ当然、メリットが多

いんですけれども、逆に不利益というか、わかりづらくなっている面もあるので、市のほうでは実施には至って

いないという現状でございます。以上です。 

○山口恵子委員 国保のほうは申請主義ということで、うちの塩尻市はそういう対応をしていらっしゃるという

ことですけれども、これはほかの市町村は、国で統一されているのか、市町村ごとにその条件が決められるのか、

いかがですか。 

○国保年金係長 こちらの７０歳以上の方の自動給付をするかしないかについては、基本的には自治体でやって

おります。近隣ではまだやっているところはないかと思いますが、高額療養費の申請手続も当然ながら手間がか

かるということ、受け取るこちら側も手間がかかるということもありまして、松本で今、検討を進めているよう

なお話は伺っているところであります。以上です。 

○委員長 ほかには。よろしいですか。 

 それでは、これより自由討議を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 次に議案に対する討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第２号平成３０年度塩尻市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

きましては、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２号につきましては、全員一致をもって認定すべきものと決しました。 

○税務課長 先ほどの歳入のところで、永田委員から非課税世帯の関係の回答をさせていただきたいと思います。

最新の状況になりますけれども、世帯数は２万７，８６１世帯、そのうち非課税世帯が７，８７７というふうに

なっております。以上です。 

○委員長 それでは、次に進みます。 

────────────────────────────────── 

議案第６号 平成３０年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について 

○委員長 議案第６号平成３０年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とい

たします。説明を求めます。 

○市民課長 議案第６号後期高齢者医療事業特別会計決算認定について説明をいたします。決算書の３５３ペー

ジをお開きいただきたいと思います。３５３ページになります。後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算額で

すが、歳入合計７億７，２５５万７，４８５円、歳出合計７億５，０５５万３８５円、差引額２，２００万７，

１００円となってございます。 

続きまして、概要を説明をさせていただきたいと思いますが、別冊の決算説明資料の１４９ページをごらんい

ただきたいと思います。後期高齢者医療制度は県に設置された長野県後期高齢者医療広域連合が運営主体となっ

ております。被保険者の資格管理、医療給付、保険料賦課、保険事業など制度の全般を担います。市町村がこれ
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に対して事務を行う形となっております。市町村は被保険者から各種申請や届け出の受け付け、被保険者証の引

き渡し、保険料の収納広報、相談業務など、窓口業務を中心に担当しており、徴収した保険料は納付金として広

域連合へ納付しております。 

説明資料の一番上の白丸でございます。被保険者数は９，８６５人で、前年度対比、２．６％、２４７人の増

となっております。高齢化が進みまして、国保の被保険者が減少する一方、後期高齢者の被保険者数はそれに伴

って年々ふえております。 

２つ目の白丸、歳入合計額は７億７，２５５万円余で、前年度比２．５％、１，８５６万円余の増となってお

ります。このうち後期高齢者医療保険料は前年度対比２％増の６億７４万円余で歳入全体の７７．８％を占めて

おります。 

３つ目の白丸、歳出合計額は７億５，０５５万円余で、前年度対比２．５％、１，８４６万円余の増となって

おります。このうち保険料などの広域連合納付金は、前年度対比２．６％増の７億３，８９０万円余となってお

ります。歳出全体の９８．４％となっております。 

最後の白丸であります。歳入歳出差引額の２，２００万円余は出納整理期間中に収入した保険料でございます。

これを翌年度会計に繰り越し、翌年度の納付金として、広域連合へ納付する会計処理を行ってございます。 

次に、決算書によりまして、歳出事項別明細を御説明させていただきます。３６２、３６３ページをお願いい

たします。３６２ページの１款１項総務管理費の１目一般管理費につきましては、備考欄にありますように嘱託

員の人件費などと広域連合へ職員を派遣をしておりますので、そちらの派遣職員の特別旅費等の事務諸経費でご

ざいます。 

２項１目は徴収費でございます。備考欄にありますように、システム使用料などの保険料徴収に係る事務諸経

費でございます。 

２款１項１目の広域連合納付金は、備考欄の２つ目の黒ポツ、保険料として徴収した保険料等徴収納付金６億

７７万円余と保険料軽減分として一般会計から繰り入れた保険基盤安定納付金１億３，８１３万円余を広域連合

へ納付したものでございます。 

次に歳入でございますが、３５８、３５９ページをお願いいたします。３５８ページでありますが、１款の後

期高齢者医療保険料は概要で説明しましたとおり、収入済額の６億７４万円余で、備考欄にあります収納率は現

年度分９９．７５％、滞納繰越分５３．３７％で、全体では前年度より０．１３ポイント高い９９．４９％でご

ざいました。 

４款１項の一般会計繰入金は事務費に対する１目事務費繰入金１，０５３万円余です。 

次のページであります、３６０、３６１ページへ行きまして、２目保険基盤安定繰入金、保険料軽減分の１億

３，８１３万円余でございます。保険基盤安定繰入金は同額を広域連合へ納付しております。 

後期高齢者医療特別会計決算の説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員の皆さんから質問はありますか。よろしいですか。 

これより自由討議を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○委員長 次に議案に対する討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案題６号平成３０年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定に

つきましては、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第６号につきましては、全員一致をもって認定すべきものと決しました。 

 午前中から大変御苦労さまでございました。本日の審査はここまでといたしたいと思います。御苦労さまでご

ざいました。 

午後３時４３分 閉会 

 

 

 

令和元年９月２０日（金） 

 委員会条例第２９条の規定に基づき、次のとおり署名する。 

 

 

総務生活委員会委員長  平間  正治  印 


